
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２６年１２月 

 北 名 古 屋 市 
  

北名古屋市 

総 合 計 画 第８次実施計画 
 

【計画期間】平成２７年度～平成２９年度 



  

 

  



 

第８次実施計画の策定にあたって 

 

わが国の財政状況は、いわゆる「アベノミクス」の効果により回復基調が続くかに

思われましたが、国内総生産（GDP）が２期連続でマイナス成長であったことによ

り、消費税率改定が延期されるなど予断を許さない状況にあります。 

民間研究機関「日本創成会議」が５月に公表した２０４０年の人口推計では、全国

の自治体の半数近くの８９６市区町村を、急激な人口減少で自治体機能の存続が難し

くなる「消滅可能性都市」とし、地方自治体に大きな衝撃を与えました。また、愛知

県においても、来年２０１５年の７４７万人をピークに人口が減少すると見込まれて

おり、まさに高齢化・人口減少社会が間近に迫っています。 

平成２６年９月に発足した第二次安倍改造内閣では「地方創生」を最重要課題とし、

高齢化や人口減少などの地方が直面する構造的な課題に対して「これまでとは次元の

異なる大胆な政策」を取りまとめ実行することが強調されており、いかにそれらの政

策に的確に対応し、地域の力を最大限に発揮できるかが求められています。 

北名古屋市誕生から９年が経過しようとしているなか、来年度末には市制施行１０

周年を迎えます。今回の第８次実施計画の計画期間は、総合計画の最終年度である平

成２９年度までを対象としており、まさに総合計画実現に向けての計画として、人口

構造の変化への対応や財政状況とのバランスなど、さまざまな視点から検証を重ねて

まいりました。 

「健康快適都市」～誰もが安全・安心に暮らせるまち～の実現に向け、今後も一層、

積極的で戦略的な市政の推進に努めてまいりますので、市民の皆さまをはじめ、関係

各位の格別のご理解とお力添えを賜りますようお願い申し上げます。 

 

平成２６年１２月 

北名古屋市長 長 瀬  保 
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第１章 計画の概要
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１ 自立的な行政経営へ 

少子化の進展や団塊の世代の退職に伴う労働人口の減少により、今後市税

等の歳入の増加が見込めないなかで、高齢社会の影響による歳出に占める社

会保障費の割合の上昇が避けられない状況となっています。また、市町村合

併にともなう地方交付税の合併算定替の特例措置も、合併後１０年度以降は

段階的に縮小されていく状況において、優先的、重点的に財源を投入する事

業と、見直しを図る事業のメリハリをこれまで以上に明確化し、自立的な行

政経営の実現が必須の課題となっています。 

 そこで、行政経営の理念に基づき、行政評価による各種事業の成果や効果

を検証したうえで、重要・懸案事項を整理し、総合計画の「重点プロジェク

ト」との相関関係を保ちながら優先的・重点的に選択を行い、総合計画の計

画期間満了までの中期的なビジョンを含めた計画を策定する必要がありま

す。 

２ 計画の基本的な考え方 

 ⑴ 策定の目的 

 実施計画は、本市のまちづくりの指針である総合計画に示された将来都

市像の「健康快適都市」～誰もが安全・安心に暮らせるまち～の実現に向

け、基本計画に示した目標を計画的かつ効率的に達成するための具体的な

事業の概要や事業費を体系的に整理したものです。 

この計画は、総合計画の進捗状況を把握するツールとするとともに、予

算編成時における指針として活用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本構想を実現するための分野別の施策の

考え方や目標を示したものです。 

基本計画に示した施策に対応する主な事業

や予算を体系的に整理したものです。  

本市のまちづくりの方向性や重点的な取り

組みを示したものです。 

【総合計画の構成】 

実施計画 

基本計画 

基本構想 



3 
 

 

 ⑵ 対象事業 

   市が実施する全事業のうち、重点的に取り組む主要事業と総合計画の基

本計画に示された施策を具体化する事業とします。 

 

  ア 主要事業 

    実施計画の３年間の計画期間にこだわらず、政策的な観点から中・長

期的に方向性を定めて重点的に取り組む事業 

 

  イ 施策を具体化する事業 

    基本計画で定めた施策を推進するための事業の中から、計画性のある

事業、市民に直接かかわりの深い事業、特色のある事業、重要性の高い

事業 

 

⑶ 計画期間 

    平成２７年度から平成２９年度までの３年間を計画期間とし、毎年ロ

ーリング方式による見直しを行います。 

    また、主要事業にあっては、中期または長期的な計画に基づく取り組

みであるため、必要に応じて３年を超えた計画期間を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計画期間】 

基本構想 

３年間 
（ローリング方式 
により毎年度策定） 

基本計画 

▼ ▼ 

１０年間 
(必要に応じて 
見直しを行う) 

１０年間 

平
成
20
年
度 

平
成
29
年
度 

平
成
26
年
度 

平
成
27
年
度 

3年 

3年 

3年 

本 計 画 期 間 

平
成
28
年
度 

実施計画 
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⑷ 基本方針 

総合計画では、「健康」「快適」「自立」を基本理念とし、本市のまち

づくりの方針及び各施策の進むべき方向性等を明らかにしました。本計画

では、その基本理念や方針等を踏まえながら、以下の点に留意しています。 

   ア 長期的な視点で事業計画を策定したうえで、計画期間における事業効

果や必要性を精査し、緊急性の高い事業を優先的に選択しました。 

イ 前回の計画を単にスライドすることなく、行政評価を踏まえ改善・見

直しを実施しました。 

ウ 行財政改革・財政健全化の観点から、行政の責任領域を明確にすると

ともに、既存事業の見直しによる経費削減に配慮しました。 

エ 国・県等の行財政制度の動向を見極め、財源確保や経費削減に努め、

可能な限り一般財源の削減に努めました。 

オ 事業本来の目的を認識するとともに、必要以上の投資を抑制すること

に努めました。 

 

⑸ 計画の流れ 

本計画では、ＰＤＣＡサイクル（Plan 計画 → Do 実施→ Check 評

価 →Action 改善）を確立し、進捗状況や成果、効果などを評価・検証し

た上で、事業ごとの取組方針を踏まえて改善・見直しを行うことで、限ら

れた財源のなかで事業の優先度を考慮し、今後の取り組みへとつながる計

画としました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



5 
 

 

  ⑹ 計画の実行  

社会情勢や財政事情等の変化によって、事業内容の変更や中止を余儀な

くされる場合は、総合計画の趣旨を踏まえつつ、柔軟に対応します。 

 

３ 計画の体系 

1-5 障害者(児)　福祉

1-6 低所得者福祉・社会保険

1-7 地域福祉

1-1 健康

1-2 医療

1-3 児童福祉・次世代育成

1-4 高齢者福祉

3-1 公園・緑地・緑化

3-2 景観

3-3 環境

6-2 行政改革

6-3 広報広聴・情報公開

6-4 コミュニティ
　　　　　（自治会・地域活動）

4-1 農業

4-2 商業・サービス業

基本
理念

健
康

将来都市像

5-2 生涯学習・青少年育成

2-8 公共交通

快
適

自
立

2-9 上水道・下水道（汚水）

2-7 幹線道路

6-5 ボランティア・ＮＰＯ

5-3 スポーツ・レクリエーション

5-4 文化・芸術

5-5 男女共同参画

6-1 行政運営

4-3 工業

5-1 学校教育

まちづくり方針
分野別まちづくり

方針
重点

プロジェクト

2-1 防災・消防

2-2 交通安全

2-3 防犯

2-4 生活道路

2-5 河川・下水道（雨水）

2-6 市街地

質
の
高
い
日
常
生
活
を
営
め
る
都
市
づ
く
り

自
立
し
た
経
営
を
行
う
都
市
づ
く
り

健康で生きがいを

持って暮らせる

まちづくり

安全・安心で

利便性の高い

まちづくり

環境にやさしい

うるおいのある

まちづくり

創造的で

活力ある

まちづくり

豊かな心を育み

文化の薫る

まちづくり

自立と協動の

まちづくり

一
体
感
あ
る
都
市
づ
く
り

居
住
地
と
し
て
選
択
さ
れ
る
都
市
づ
く
り

健康で
生きがいを
持って
暮らせる
まちづくり

安全・安心で
利便性の高い
まちづくり

環境にやさしい
うるおいのある
まちづくり

創造的で
活力ある
まちづくり

豊かな心を育
み文化の薫る
まちづくり

自立と
協働の
まちづくり

「
健
康
快
適
都
市

」
～
誰
も
が
安
全
・
安
心
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
～

基　本　構　想 基　本　計　画
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第２章 重点的な取り組み 
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将来予想される南海トラフ巨大地震に対応するため、北名古屋市役所西庁舎分

館を解体し、防災・災害復興拠点としての機能を兼ね備えた施設を整備します。  

また、既存の東西庁舎等については、耐震補強工事と同時に空調設備の改修や

外壁の落下防止工事など、老朽化した設備の更新や長寿命化を図ることにより、

災害時における行政機能と市民の安全性を確保します。 

 

 

 総事業費（平成２７～２９年度） １，６１０，１４６ 千円 

（単位：千円） 

 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 事業費 

西庁舎耐震 
    

0 

西庁舎分館 
    

936,573 

東庁舎耐震 
    

661,473 

東西庁舎整備 
    

10,000 

東庁舎分館 
    

0 

東庁舎車庫 
    

2,100 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 概 要 

２ 事業計画 

耐震補強部材が、肉厚の円

形鋼管とコンパクトなピン

接合部で構成され、従来のＨ

型鋼のようにパネルなどで

覆わず、むき出しのまま直接

塗装仕上げが可能であり、安

全性が高く、かつ事業費を抑

えることができます。 

耐震改修工事等 

実施設計 耐震改修工事等 

解体・建設工事 

自転車置場塗装 

LED 整備・屋上防水 

火災報知機等 整備工事（消防設備点検事項） 

東西庁舎の耐震補強工法 

主 要 事 業 ① 庁舎整備事業 
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◇ 庁舎整備事業の完了にあわせ、機構改革と組織の適正配置を進めます。 

◇ 防災拠点や災害復興拠点としての機能を発揮するために、職員訓練の実施

や全庁的な事業継続計画（ＢＣＰ）の策定を検討します。 

階  数 地上 3階/塔屋 1階 

建築面積 １，００８㎡ 

延床面積 ３，３１８㎡ 

構  造 鉄筋コンクリート造 

基礎免震構造※ 

３ 西庁舎分館 

４ 課題等 

※ 基礎免震構造とは、建物の床下にゴムや鋼板等

でできた免震装置を設置し、地盤と建物の縁を

切り、地震の揺れを小さくする構造のことです。 

 

免震装置の例 

⑴ 災害に強い庁舎 

■ 災害拠点としての機能  

・基礎免震構造、液状化対策を兼ねた地盤改良 

・72 時間運転可能な非常用発電設備 

・防災行政無線を西庁舎から移設 

・停電時に使用可能な太陽光発電システム 

・飲料水兼用防災貯水槽、男女別防災汚水槽 

 

⑵ 誰もが使いやすい機能的な庁舎 

 ■ ユニバーサルデザインに配慮 

・車いす対応の窓口カウンター及びエレベーター 

・多目的トイレ、わかりやすいサイン計画 

 ■ プライバシーの確保 

・窓口カウンターに隔て間仕切りを設置 

 

⑶ 環境に配慮した庁舎 

 ■ 地球環境にやさしい庁舎 

  ・自然採光や自然通風により空調負荷を低減 

・断熱サッシ、遮熱高断熱複層ガラス、屋根及び外壁の高断熱化 

・蓄電機能付き太陽光発電パネル 

西庁舎 

西庁舎分館 
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南海トラフ巨大地震や多発する局地的大雨を始めとする大規模な水害、火災等に

備え、甚大な被害を防ぎ、可能な限り最小限にとどめる不断の防災･減災対策を進

めることにより、総合的な防災･減災力の向上をめざします。 

 

 

⑴ 地震対策関連 

⑵ 消防関連 

⑶ 総合的な対策 

■ 耐震診断及び耐震改修  

 

南海トラフ巨大地震に備え、未耐震住宅の耐震診断及び耐震改修

を促進します。また、不特定多数の市民が利用する大規模建築物や

緊急輸送路の沿道建築物の耐震診断を実施します。 

■ 減災化の促進 

減災化に寄与する安全対策を推進するため、段階的耐震改修や耐

震シェルターの設置に対して経費の一部を補助します。 

 

■ 非常備消防事業 

 
地域の安全と安心を守り、地域から期待される消防団づくりのた

め、消防技術訓練、消防ポンプ車操法訓練、県消防操法大会出場、

消防水利点検など行い、消防団員の消防知識と消防技術の向上と消

防団組織の充実強化を図ります。 

■ 消防指令センターの建設（西春日井広域事務組合） 

西春日井広域事務組合の消防、救助及び救急に係る運営費を負担

します。また、広域行政による消防通信指令及び消防救急デジタル

無線の運用に向けて、消防指令センターの整備を推進します。 

 

■ 防災行政無線デジタル整備工事 

 
避難勧告等の発令、災害情報、避難所の開設状況等に関する迅速

な情報収集及び情報提供のため、防災行政無線のデジタル化を進め

ます。 

１ 概 要 

主 要 事 業 ② 総合的な防災・減災力の向上 

２ 事業計画 
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⑷ 雨水対策関連 

 

これまでの雨水貯留対策（○） 

今後の主な雨水対策※（●） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

東日本大震災を契機に市民に浸透した防災意識を、効果的な事業展開によって地

域コミュニティの総合的な防災･減災力の向上に結び付けられるよう、自助･共助･

公助における相互の連携を強化します。 

 

■ 円滑な排水の確保 

 久地野ポンプ場の設備を増設して排水量を毎秒 7.42 ㎥に拡大

し、雨水幹線管きょの延伸等により、浸水被害の軽減を図ります。 

 また、排水路の改修や道路側溝の勾配の解消及び断面の拡大によ

り、円滑な排水を確保し、浸水被害の軽減を図ります。 

■ 雨水貯留施設の整備促進 

天神中学校及びその周辺を始めとして、雨水貯留施設の整備を行

い、浸水被害の軽減を図るとともに、河川の急激な水位上昇を抑制

します。また、沖村西部地区の開発にあわせ、雨水調整池の整備を

図ります。 

 

■ その他の対策 

 
市民が「総合治水」に協力し関心を持ってもらうため、「雨水貯

留施設設置奨励制度」と「浄化槽雨水貯留施設転用費補助制度」の

活用により、各戸における貯留対策を実施します。 

３ 課題等 

 

※排水路改修 

高田寺地区 

栗島小学校 2,850㎥ 

市道 D-18 号線 325㎥ 

鹿田第 1 公園 1,272㎥ 

熊野中学校 1,800㎥ 五条小学校 3,200㎥ 

西春駅西公園 124㎥ 

久地野運動広場 

118㎥ 

西之保三町地 

児童遊園 58㎥ 

中杁川第二貯留管 842㎥ 

※雨水管きょ整備 徳重･弥勒寺地区 

久地野ポンプ場 

3 号ポンプ増設 

※雨水幹線等整備 

久地野地区 

※雨水貯留施設整備 

天神中学校周辺地区 

※雨水調整池整備 

沖村西部地区 

 

※雨水貯留施設整備 

(仮称)鹿田中央公園 
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平成２４年１２月に発生した、中央自動車道の笹子トンネル天井板落下事故を始

め、高度成長期に整備された道路、橋梁、水路等の社会基盤施設の老朽化による事

故が全国的に多発しています。このような、社会的･経済的に大きな損害を与える

事故を未然に防ぎ、市民の安全･安心な生活を確保するため、定期的に点検や修繕

を行うなど社会基盤施設を適切に管理し、長寿命化を図っていきます。 

 

 

 

道路及び付帯設備、橋梁、用水路、下水道（汚水･雨水）などの膨大な社会基盤

施設の維持管理を行っています。新たな開発や都市計画に基づく社会資本整備等に

よって、管理すべき施設は年々増加しています。 

                              平成２６年３月現在 

施 設 種 別 数  量 施 設 種 別 数  量 

道 路 約４４０ｋｍ 都市公園･児童遊園 １０６箇所 

道路照明 約６５０基 用水路 ３５ｋｍ 

道路橋梁 １６１橋 農業用水ゲート設備 １８０門 

横断歩道橋 ４橋 公共下水道（汚水･雨水） 約１３０ｋｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 概 要 

主 要 事 業 ③ 社会基盤施設の長寿命化 

２ これまでの取り組み 

 

横断歩道橋 

 

農業水利施設 

   これらの膨大な社会基盤施設を安全で適

切な状態に維持していくためには、これま

での対症療法的な修繕ではなく、定期的な

点検による現状の把握と、修繕計画の策定、

これに基づく適切な方法による修繕とい

う、ＰＤＣＡサイクルの概念を導入し、効

率的かつ効果的な維持管理体制を確立する

必要があります。 

 

ＰＬＡＮ 

修繕計画の 

策定 

 ＤＯ 

計画的な 

修繕･補修 

   

ＡＣＴＩＯＮ 

劣化予測 

工法の検討 

 ＣＨＥＣＫ 

点検･診断 

パトロール 
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社会資本整備総合交付金等の補助制度を最大限に有効活用し、市が負担する事業

費を軽減しつつ、効率的な維持管理を実施します。 

（単位：千円） 

主 な 事 業 平成27年度 平成28年度 平成29年度 事 業 費 

道路橋梁の長寿命化対策 
 

 

  
８７，５００ 

都市公園遊具等の補修 
   

１５，０００ 

用排水路の改修（土地改

良施設維持管理適正化事

業） 

 

 

  
１４，０００ 

幹線用水路の補修 

（緊急農地防災事業） 

 

 

  
７０，０００ 

用排水路鋼製ゲート改修 
   

１５，２００ 

電車川ポンプ場の長寿命

化対策 

  

 

 

 
１２０，０００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

◇ 老朽化の程度や更新コストを定量的に把握するとともに、社会状況や需要の

変化、地域のニーズを踏まえ最適化を図ります。 

◇ 損傷が軽微な段階で予防保全的に修繕することで、長寿命化により経費を抑

えることができることから、ロードサポーターを始めとする市民の協力も得な

がら進めます。 

 

４ 課題等 

３ 事業計画 

 

道路橋梁の点検 

 

電車川ポンプ場の長寿命化対策 

 

道路維持作業車による点検 



14 
 

 

 

 

 

 

地域住民の医療機会を確保するとともに、休日救急医療体制の充実及び救命・救

急医療の充実と円滑な運営を図るため、広域市町村圏を基本とした構成自治体によ

り広域的情報システムの運営及び救急医療体制の確保に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ かかりつけ医師・薬剤師の普及啓発 

 日常的な健康管理、病気の早期発見・早期治療のために、市民が

身近な地域で健康の相談、病状に応じて適切な医療機関の紹介がで

きる「かかりつけ医師・薬剤師」を持つよう啓発に努めています。 

■ 救急医療情報システム 

休日や深夜など緊急的に医療機関への受診を希望される際に、

素早く医療機関をインターネット上で検索できるよう、休日夜間

診療所や外国語に対応可能な医療機関の検索ができるシステムを

愛知県と共同で運営しています。 

 

■ 休日救急医療体制 

 第１次救急医療施設である休日急病診療所の運営と在宅当番医

（当番医院を決めて休日に第１次救急患者の対応をする）の調整を

北名古屋市、清須市、豊山町で行い、日曜・休日の急病に対応して

います。 

１ 概 要 

２ これまでの取り組み 

主 要 事 業 ④ 医療体制の充実 

 

症
状
・
緊
急
度 

 

第３次救急 

第２次救急 

第１次救急 

第２次救急医療機関の後方病院として重篤救急患者を 24 時間

体制で受け入れるもの（例：救急救命センター） 

 

入院治療や手術を必要とする重症患者に対応する救急医療機関

（例：病院群輪番制病院） 

 

入院治療の必要がなく、外来で対処しうる帰宅可能な軽症患者

に対応する救急医療（例：休日急病診療所、在宅当番医） 
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【参考資料】北名古屋市内の病床数・医療従事者数（資料：愛知県清須保健所事業概要） 

                                 

 

◇ 病気の前兆である健康状態の微細な変化を見逃さないことで、症状が重篤に

なる前から治療を開始できるよう、かかりつけ医の重要性を今後も周知します。 

◇ 高度医療に必要な先端医療機器を導入することにより、救急搬送された方に

必要な医療体制の整備を継続的に実施します。 

■ 第２次救急運営費補助 

 第１次救急医療で対応できない救急患者の受け入れ先を確保す

るために、第２次救急医療機関である済衆館病院の第２次救急医療

に係る運営費を北名古屋市、清須市、豊山町で補助することにより

医療サービスの充実を図っています。 

■ 西春日井広域事務組合病院施設整備等補助金事業 

尾張中部医療圏域内（北名古屋市、清須市、豊山町）において

第２次救急医療体制の病院群輪番制病院等運営事業を実施してい

る医療施設が、住民の健康を守るとともに救急医療体制の円滑化

を図るための施設、設備及び高度医療に必要な機器を設置する際

の経費を関係市町村で補助することにより、医療サービスの充実

を図っています。 

 

■ 広域２次体制病院群運営費補助 

 尾張西北部広域２次救急医療圏（一宮市、稲沢市、北名古屋市、

清須市、豊山町）における第２次救急医療機関の円滑な運営を図る

ことを目的として、第２次救急医療を担当する一宮市立木曽川市民

病院、一宮西病院、稲沢市民病院、尾西記念病院、泰玄会病院、稲

沢厚生病院及び済衆館病院の７医療機関の運営費を関係市町村で

補助することにより、入院又は緊急手術を要する救急患者に必要な

医療環境を確保します。 

病 床 数 

（平成 2５年 10 月 1日現在） 

病 院 ３６８ 床 

一般診療所 ４７ 床 

医療従事者数 

（平成 2４年 12 月 31日現在） 

医 師 ８５ 人 

歯 科 医 師 ５３ 人 

薬 剤 師 １１３ 人 

３ 課題等 
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次世代の社会を担う子どもと子育て家庭を社会全体で応援する機運を盛り上げ、

子どもたちが心身ともに健やかに生まれ育つ環境づくりを推進します。 

 

 

 

⑴ 子育てを支えあう地域づくり 

子育て支援センター・保育園・児童館など子育ての拠点の充実を図り、同世

代の親子の交流や地域ぐるみの子育てを促進しています。 

■ 遊び場の提供 

 
子育て広場、出前子育て支援、おはなしタイム、赤ちゃんタイム

など、親子が気軽に集う場所を提供し、子育ての情報の提供や子育

ての相談を行っています。 

■ 講座の開催 

親と子の子育て講座、子育てクラブなど、子育てに関する不安

を解消するための講演会や親子遊びを開催しています。 

 

■ サークル支援 

 
サークル養成講座、サークル交流会など、子育ての悩みや喜びを

話しあったり、励ましあったりして交流する自主的なサークルを支

援しています。 

■ その他の支援 

育児の援助を行いたい人と受けたい人を組織化し、相互援助活

動を行っている「ファミリー・サポート・センター」（事務局：児

童センターきらり内）や、健康ドームにおいて託児や親子遊びの

場を提供している「子育て支援室」などがあります。 

 

■ 子育て相談 

 専門的な立場から相談に応じる面接相談や、言語聴覚士や臨床心

理士等が相談に応じる発達相談など、子どもの教育・発達・障害に

関する悩みや不安に対応しています。また、虐待やＤＶ等の早期発

見・対応のため、通報等への早期支援と予防に努めながら、最も効

果的な支援が実施できるよう関係機関と連携を強化しています。 

 

 

１ 概 要 

主 要 事 業 ⑤ 子ども・子育て支援 

２ 推進体制 
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⑵ 子育てと社会参加の両立支援 

    働きながら安心して子育てできるよう保育形態の充実を図り、保育ニーズの

多様化に応じた保育サービスの提供に努めています。また、施設の適正な運営、

児童を安全に育成する環境づくりを進めています。 

 

⑶ 子育て家庭への経済的支援 

    手当の給付や医療費助成、私立幼稚園の就園に対する助成の他、疾病予防対策

など、子育て家庭の状況に応じて経済的支援を行っています。 

 

                                 

 

◇ 児童館・子育て支援センター・保育園など子育ての拠点の充実を図り、同世

代の親子の交流や地域ぐるみの子育て支援を促進し、親子が孤立しないように

取り組みます。 

◇ 平成２５年度実施の幼児期の教育・保育、子育て支援のニーズ調査に関する

意見を踏まえ、「子ども・子育て支援事業計画」（H２７～H３１）を策定し、

本市の子ども・子育て支援施策を推進するとともに、地域全体で次世代を担う

子どもたちを育てていく、頼もしい地域社会づくりをめざします。 

■ 保育形態の充実についての主な取り組み 

 増加する延長保育利用児童への対応、病気のときに児童が安心し

て過ごすことができる環境の整備、保護者等が昼間家庭にいない小

学生を対象に、適切な遊びや生活の場を提供する児童クラブ活動、

児童の健康増進と情操を豊かにする児童館活動など 

■ 施設整備についての主な取り組み 

保育施設、児童館、児童クラブ室整備など 

児童センターきらり（平成 26 年 4 月オープン） 

 

■ 経済的支援の主な取り組み 

 
児童手当の支給、子ども医療費の助成、私立幼稚園就園奨励費補

助金の交付、助産施設・母子生活支援施設措置、ひとり親家庭等医

療費の助成、遺児手当・児童扶養手当の支給など 

■ 疾病予防対策の主な取り組み 

妊婦及び乳児健康診査に係る事業の実施、母子保健法に基づく

各種健康診査・相談・訪問事業の実施、予防接種法に基づく安全

な予防接種の実施など 

 

３ 課題等 
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  空調機の整備や ICT の教育環境の充実に先進的に取り組み、子どもたちの快適な

学習環境を整備します。 

 

 ⑴ 空調機整備事業 

   地球温暖化の影響による夏期の厳しい暑さを軽減し、教育環境を改善するた

め、市内全小中学校に空調機を整備します。 

 

 

 

 

 

 ⑵ ICT 環境整備事業 

   ICT を効果的に活用することによるわかりやすい授業の実現、子どもたちが

将来にわたり最低限必要である「情報活用能力」の育成、校務の情報化及び共

有化による教員の校務処理の効率化を図るため、ICT 環境を更新整備します。  

 

 

 

 

 ⑶ 体育館天井撤去及び大規模改修事業 

子どもたちの安全確保と避難所としての機能保持をめざし、市内全小中学校

の体育館の天井撤去工事を平成２７年度中に完了するとともに、体育館の総合

的な耐震改修を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜改修前状況＞                ＜改修後状況＞

１ 概 要 

主 要 事 業 ⑥ 学校教育環境の充実 

電気買取り、電気リース、ガス買取り、ガスリースの４つの方式の中から、耐用年

数１３年で試算のうえ、トータルコストが最も安く、維持管理上、安定している方

式を採用する予定です。また、教室の利用率や稼働時期、全体の整備費などを勘案

したうえで整備します。 

大地震の際に天井が落下することによる事故が発生しないよう、体育館アリーナの

天井を撤去します。また、外壁・サッシ・内装の改修を行い、体育館施設全体の安

全性及び長寿命化を図ります。 

授業支援システムの導入、校務用シンクライアントシステムの更新など、現行システ

ムからの充実を図るとともに、第２期教育振興基本計画（文部科学省）で目標とされ

ている整備水準の達成をめざして整備します。 
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 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

空調機整備工事 
    

ICT 新システム構築 

校内 LAN 再構築 

    

体育館天井撤去工事 
    

体育館大規模改修工事 
    

その他施設整備工事 
    

 

 

 

   総事業費（平成２７～２９年度） ２，９６３，１８５ 千円 
  

 事業費（千円） 主な事業内容 

空調機整備工事 １，５１７，２０５ 全小中学校への空調機整備 

ICT 新システム構築 

校内 LAN 再構築 
６４９，９８０ 

授業支援システム導入、校務用シンク

ライアントシステム更新ほか 

体育館天井撤去工事 ４００，０００ 
天井撤去、LED 照明切替、防音断熱材

吹付け、大屋根防水ほか 

体育館大規模改修工事 ３００，０００ サッシ改修、飛散防止フィルムほか 

その他施設整備工事 ９６，０００ 小規模整備工事 

                      

                                 

 

◇ 空調機の導入にあたっては、使用エネルギーの無駄が生じないよう、計画的

な利用計画、集中管理、ルールづくりを進めます。 

◇ ICT 環境整備事業については、安定性、運用維持管理の容易性、セキュリテ

ィ対策に配慮したシステムの構築を進めます。 

３ 事業費 

４ 課題等 

２ 事業計画 

実施設計 

体育館天井撤去工事 

新システム構築・移行 

LAN再構築 

新システム稼働 

空調機整備工事 

体育館大規模改修工事 

小規模整備工事 

調査・方式検討 実施設計 
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「市民協働のまちづくり」を推進するため、⑴市民協働意識の醸成、⑵市民協働

のための連携の強化、⑶市民協働の担い手の育成・支援、⑷市民協働環境の整備、

⑸市民協働に関する情報の共有、を５つの施策方針として定め、事業を展開します。 

 

 

 

 

⑴ 活動支援（ホップ）部門 ５事業                 （単位：円） 

団 体 名 事 業 名 交付決定額 

北名古屋市知的障害者育成会 アザレアコンサート 50,000 

NPO 法人アット・ユア・ホー

ムひよコッコ 
ものづくり体験教室 49,000 

NPO 法人 

子育てネットワークあすなろ 
子育て情報誌すてっぷ 50,000 

ラブ＆ピース実行委員会 ラブ＆ピースコンサート 50,000 

託児グループ『めばえ』 楽しい子育て講座 31,000 

 

⑵ 市民公益事業支援（ステップ）部門 ７事業                      （単位：円） 

団 体 名 事 業 名 交付決定額 

NPO 法人 

フィール・ザ・ワールド 

わたしのまち魅力発見・発信講座 

～北名古屋アンバサダーになろう～ 
300,000 

みのり会 
丈夫なからだはお口の健康から 

～お口の健康から活力ある北名古屋市へ～ 
300,000 

こころとからだの学校 わくわくポールウォーキング 300,000 

土と人のデザインプロジェク

ト実行委員会 

北名古屋市の価値発掘とつながりの醸成 

「ここのひとと 2014」 
300,000 

■ 市民協働推進事業補助金 

 市民自らが行う公益社会貢献事業を支援するため、市民活動団体

が行う事業費の一部を補助する制度です。有識者、市民活動実践者、

市民、市職員等からなる選考委員会により、事業の公益性、実現性、

事業効果等について事業を審査します。 

平成２６年度は「活動支援（ホップ）部門」で５事業、「市民公益

事業支援（ステップ）部門」で７事業、「協働事業支援（ジャンプ）

部門」で 1事業が採択されました。 

 

１ 概 要 

主 要 事 業 ⑦ 市民協働の推進 

２ これまでの取り組み 
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団 体 名 事 業 名 交付決定額 

熊之庄協働クラブ 
熊之庄協働カフェ 

～共感による地域づくり～ 
250,000 

NPO 法人在宅福祉の会 

じゃがいも 
ささえあう 地域 ジョブ 300,000 

演劇グルッペゆう みんなが元気になる演劇を創ろう 200,000 

 

⑶ 協働事業支援（ジャンプ）部門 １事業                          （単位：円） 

団 体 名 事 業 名 交付決定額 

コマ大戦連携事業実行委員会 コマ大戦連携事業 600,000 

 

 

 

 

 

 

 

「わくわくポールウォーキング」 

 

 

 

 

 

 

「コマのまち・きたなごやフェスティバル」 

 

 

（単位：円） 

団 体 名 活 動 内 容 委託料 

加島を愛する会 児童遊園の清掃 102,881  

もえの丘でホタルを育てる会 もえの丘ふるさと広場の清掃  160,634 

西之保ご町内井戸端会議 児童遊園の清掃・防災井戸管理 51,192 

夜間青少年声かけ隊ひまわり 夜間青少年声かけ活動 183,264 

鹿田協働作業チーム 児童遊園の清掃 787,771 

熊之庄協働クラブ 児童遊園の清掃 1,052,471 

片場市民協働ボランティア・チーム 児童遊園の清掃 231,173 

 

■ 市民協働モデル事業 

市と市民が協力・連携して地域の課題に取り組み、その事業

経過や成果を公表することで、「市民協働」という手法を用いた

事業の取り組みについて理解の促進を図ります。平成２６年度

は、７団体が活動を行っています。 
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環境影響評価書及び都市計画決定の内容を踏まえ、北名古屋市、名古屋市、豊山

町及び北名古屋衛生組合と共同で、北名古屋ごみ焼却工場建設事業を推進します。 

 

  施設の概要              建設予定位置 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

現有施設の解体工事から新工場の建設工事へ進むにあたり、北名古屋衛生組合と

連携を強化し、引き続き事業予定地周辺の住民、自治会、事業所等に対して丁寧な

説明、配慮しながら、広く市民に対して事業の進捗を周知します。 

 

 

名  称 北名古屋ごみ焼却工場 

計画位置 北名古屋市二子四反地地内 

計画面積 約２．６ｈａ 

処理能力 ６６０ｔ／日 

供用開始 平成３２年度 

事 業 主 体 事 業 項 目 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

北名古屋市 
都市計画決定 
環境影響評価手続き 

        

北 名 古 屋 
衛 生 組 合 

環境影響評価（解体関係）         

解体工事         

名 古 屋 市 

環境影響評価         

建築 
工事 

基礎・地下躯体        
供

用

開

始 

地上躯体・仕上        

プラント工事        

場内整備工事        

試運転        

１ 概 要 

３ 課題等 

２ 事業計画 

主 要 事 業 ⑧ 北名古屋ごみ焼却工場建設準備事業 



23 
 

 

 

 

 

 

第３章 まちづくり方針別事業計画 
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１ 健康で生きがいを持って暮らせるまちづくり 

 

自立と協働の 

まちづくり 

安全・安心で 

利便性の高い 

まちづくり 

環境にやさしい 

うるおいのある 

まちづくり 

創造的で 

活力ある 

まちづくり 

豊かな心を育み 

文化の薫る 

まちづくり 

「
健
康
快
適
都
市
」
～
誰
も
が
安
全
・
安
心
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
～ 

健康で 

生きがいを持って

暮らせる 

まちづくり 

1-1 健 康 

1-2 医 療 

1-3 児童福祉・次世代育成 

1-4 高齢者福祉 

1-5 障害者（児）福祉 

1-6 低所得者福祉・社会保険 

1-7 地域福祉 
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主 要 施 策 これまでの主な取組 今後の取組予定 

１－１－① 

健康づくり支援

体制の充実 

・東・西保健センターを移設し健康ドーム

に統合 

・プライバシー確保のため相談室を設置 

・効率性向上のためカンファレンススペー

スを設置 

１－１－② 

生活習慣の改善 

・市民が主体として運動できる活動を支援 

・健康づくり推進員、食生活改善推進員の

養成 

・80歳で20本の残存歯の方を表彰 

・第２期食育推進計画を策定 

・市民が主体の健康づくりの推進のため、

メタボリックシンドローム対策や喫煙が

健康に及ぼす影響の啓発等を継続的に実

施 

１－１－③ 

生活習慣病の予

防 

・成人健診の電話による事前申込制を導入 

・医療機関での個別検診を実施 

・成人健康相談や各種教室を開催 

・ポスターやチラシ等による啓発 

・健康診査の受診方法を充実させることに

よる健診受診者の増加 

・健診で異常の見られた方への生活習慣改

善指導や精密検査必要者への受診勧奨 

１－１－④ 

 母子保健の充実 

・妊婦への個別健診を実施 

・赤ちゃん訪問員を養成 

・一般不妊検査、治療へ助成 

・すべての乳児を訪問把握することによる

育児の支援 

・妊産婦から乳児、幼児、園児、児童など

の各期に合わせた健康づくりを支援 

１－１－⑤ 

 予防接種と感染

症予防 

・個別接種の推奨 

・予防接種対策協議会の情報提供 

・新型インフルエンザ等行動計画策定 

・予防接種に対する知識の普及による接種

率の向上 

・行動計画のマニュアルを作成 

参 考 指 標 基準値（H21） 現状値（H25） 目標値（H29） 

ウォーキング参加者数 ２，３５８ 人 ３，２８５ 人 ５，０００ 人 

健康ドーム利用者数 ２０７，１４８ 人 ２１７，２２５ 人 ２２２，０００ 人 

トレーニング室利用者数 １７，５８８ 人 ２５，０１２ 人 ２４，０００ 人 

生活習慣病保有者率（男）(55才～59才) ２４．２ ％ ２２．９ % ２０．０ ％ 

生活習慣病保有者率（女）(55才～59才) ２６．９ ％ ２２．６ % ２０．０ ％ 

胃がん検診受診率 １８．６ % １８．８ % ５０．０ % 

子宮がん検診受診率 １８．４ % ２０．８ % ５０．０ % 

乳がん検診受診率 ３４．１ % ２０．０ % ５０．０ % 

１－１ 健 康 

市民の健康管理に関する知識と意識を高め、生涯にわたって健康づくり

に取り組める環境整備を一層推進することにより、市民一人ひとりが自覚

を持って自主的・主体的に生活習慣の改善に努めるような地域社会を形成

します。 

基
本
方
針 
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１－１－① 健康づくり支援体制の充実 

 

事 業 № 1 コード 1-1-①-1     

名   称 市民健康づくり支援事業 所 管 市民健康部 健康課 

概 要 等 
市と健康づくり推進員との協働により、健康づくり活動を企画・実践することで、市民の

健康づくりを推進し交流の輪を広げます。 

事 業 費  １１，７５２ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・健康づくり推進員への活動

費補助 

・けんこうプラン２１計画中

間評価 

・健康づくり推進員への活動

費補助 

 

・健康づくり推進員への活動

費補助 

 

 

事 業 № 2 コード 1-1-①-2     

名   称 健康都市関連事業 所 管 市民健康部 健康課 

概 要 等 
健康都市連合日本支部の総会・大会に参加することにより、新たな知識や情報を得るとと

もに、健康都市の推進に関連した継続事業を実施します。 

事 業 費  ４，０４７ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・健康セミナーの開催 ・健康セミナーの開催 ・健康セミナーの開催 

 

１－１－② 生活習慣の改善 

 

事 業 № 3 コード 1-1-②-1     

名   称 健康ドーム元気測定室等運営事業 
所 

管 
市民健康部 健康課 

概 要 等 
メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）や糖尿病などの生活習慣病の予防を促進す

るため、健康管理の拠点として運動習慣の動機付けを行います。 

事 業 費  １３７，６１８ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・運営委託 ・運営委託 

・備品購入 

・運営委託 
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１－１－③ 生活習慣病の予防 

 

事 業 № 4 コード 1-1-③-1     

名   称 特定健康診査等事業 所 管 市民健康部 国保医療課 

概 要 等 

医療制度改革により平成２０年度から医療保険者に対して、特定健診・特定保健指導の実

施が義務付けられたことに対応するため、糖尿病等の生活習慣病に関する診査及び指導を実

施します。 

事 業 費  １７７，９２４ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・特定健康診査の実施 

・特定保健指導の実施 

・特定健康診査の実施 

・特定保健指導の実施 

・特定健康診査の実施 

・特定保健指導の実施 

 

 

事 業 № 5 コード 1-1-③-2     

名   称 健康診査事業 所 管 市民健康部 健康課 

概 要 等 集団検診又は個別検診を選択可能にして、各種健診業務を行います。 

事 業 費  ３３８，８０８ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・健診業務委託 ・健診業務委託 ・健診業務委託 

 

１－１－④ 母子保健の充実 

 

事 業 № 6 コード 1-1-④-1     

名   称 乳幼児健康診査事業 所 管 市民健康部 健康課 

概 要 等 
母子保健法第１２条及び同法施行規則により健康診査を実施し、母子の健全育成・子育て

支援を推進します。 

事 業 費  ３１，２３６ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・乳幼児年齢を４区分した健

康診査の実施 

・乳幼児年齢を４区分した健

康診査の実施 

・乳幼児年齢を４区分した健

康診査の実施 
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１－１－⑤ 予防接種と感染症予防 

 

事 業 № 7 コード 1-1-⑤-1     

名   称 予防接種事業 所 管 市民健康部 健康課 

概 要 等 
予防接種に対する正確な情報を提供するとともに、予防接種による健康被害者に対する救

済措置を整え、予防接種法に基づいた安全な予防接種を実施します。 

事 業 費  ６６２，０６８ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・予防接種の実施 

・接種費用の補助 

・予防接種の実施 

・接種費用の補助 

・予防接種の実施 

・接種費用の補助 

 

 

事 業 № 8 コード 1-1-⑤-2     

名   称 風疹抗体検査事業、風疹ワクチン接種事業 所 管 市民健康部 健康課 

概 要 等 
成人の風疹の流行による先天性風疹症候群を予防するため、風疹の罹患歴が無く、妊娠を

希望している女性とその夫を対象に、風疹抗体検査及びワクチン接種の一部を助成します。 

事 業 費  ３，３００ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・風疹抗体検査費用の補助 

・風疹ワクチン接種費用補助 

・風疹抗体検査費用の補助 

・風疹ワクチン接種費用補助 

・風疹抗体検査費用の補助 

・風疹ワクチン接種費用補助 
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主 要 施 策 これまでの主な取組 今後の取組予定 

１－２－① 

かかりつけ医

師・薬剤師の普

及 

・かかりつけ医師を持つように指導を実施 ・指導機会の拡充や広報等の啓発の実施に

よる、継続的な普及の促進 

１－２－② 

救急医療体制の

充実 

・第２次救急医療体制を２市１町により広

域で推進 

・医療機器の拡充 

・医師会や歯科医師会の協力を得て、土日

の医科、歯科の診療を拡充 

・救急医療情報システムにより、適切な医

療情報の提供を継続 

・320列マルチスライスＣＴ装置を導入す

ることによる高度な治療の促進 

・継続的な東部休日診療所・西部休日診療

所のあり方の検討 

・救急医療情報システムの継続的な医療情

報の提供による第1次・第２次医療体制

の拡充 

 

 

参 考 指 標 基準値（H21） 現状値（H25） 目標値（H29） 

かかりつけ医を持つ乳児の割合 

（１０か月児健診） 
７５．４ ％ ７５．８ ％ ― 

東部休日診療所利用者数 

（北名古屋市民） 
２，５６４ 人 ２，１３３ 人 ― 

東部休日診療所利用者数（合計） ３，３０２ 人 ２，７２５ 人 ― 

市内の病院施設数 ２ 施設 ２ 施設 ― 

市内の一般診療所施設数 ３５ 施設 ３７ 施設 ― 

市内の歯科診療所施設数 ３１ 施設 ３３ 施設 ― 

１－２ 医 療 

身近な地域医療施設、休日救急医療体制の充実を図り、市民の健康を支

えます。 

基
本
方
針 
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１－２－② 救急医療体制の充実 

 

事 業 № 9 コード 1-2-②-1     

名   称 ２次救急運営費補助事業 所 管 市民健康部 健康課 

概 要 等 
第２次救急医療機関である済衆館病院の２次救急医療に係る運営費に対して、２市１町（北

名古屋市、清須市、豊山町）で補助します。 

事 業 費 １２６，９１８ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・運営費補助 ・運営費補助 ・運営費補助 

 

 

事 業 № 10 コード 1-2-②-2     

名   称 休日急病診療事業 所 管 市民健康部 健康課 

概 要 等 
日曜・祝日の第１次救急医療施設である東部休日急病診療所・西部休日急病診療所の運営

費を、２市１町（北名古屋市、清須市、豊山町）で負担します。 

事 業 費 ５，６７０ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・運営費補助 ・運営費補助 ・運営費補助 

 

 

事 業 № 11 コード 1-2-②-3     

名   称 西春日井広域事務組合病院施設整備等補助金事業 所 管 市民健康部 健康課 

概 要 等 
第２次救急医療機関である済衆館病院の機能充実を図るための機器購入費用に対して、２

市１町（北名古屋市、清須市、豊山町）で負担します。 

事 業 費 １２６，０７５ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・機器購入補助 ・機器購入補助 ・機器購入補助 
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主 要 施 策 これまでの主な取組 今後の取組予定 

１－３－① 

子育て支援 

・子育て支援センターで各種事業を実施 

・ひとり親家庭の経済的負担の軽減 

・不安や悩みに対応できる相談体制の充実 

・児童発達支援事業の実施 

・認可外保育所への支援 

・待機児童ゼロの維持 

・延長保育の対応強化 

・家庭相談に対する臨床心理士等による助

言 

１－３－② 

子育てと社会参

加の両立支援 

・一時保育や特別延長保育など多様な保育

サービスの提供 

・病児・病後児保育事業の実施 

・保育園施設の耐震工事の実施 

・心身障害児通園所から保育園への移行を

実施 

・児童クラブの指導員を増員 

・３歳未満児の保育需要拡大に伴う対応 

・児童クラブの４年生以上の受入開始 

・児童クラブ室の増設 

・保育園施設の整備 

 

１－３－③ 

子育てを支えあ

う地域づくり 

・児童館を拠点に地域ぐるみの子育て支援

を実施 

・久地野保育園で異世代交流を実施 

・親子遊びや親同士の交流の場として、保

育園の園庭解放を実施 

・児童虐待などに対応するための体制確立 

・児童館の適切な改修 

・園庭解放の充実 

・児童虐待への対応 

・ＤＶ相談に対する速やかな支援 

 

 

参 考 指 標 基準値（H21） 現状値（H25） 目標値（H29） 

３歳未満児の保育所待機児童数 

（各年４月１日現在） 
２ 人 ０ 人 ０ 人 

３歳未満児の保育所入所児童数 ２９６ 人 ３１８ 人 （H26）３２０ 人 

児童クラブ利用児童数（月平均） ５４３ 人 ６２６ 人 ７３５ 人 

児童館利用者数 １７５，１５６ 人 １８５，００８ 人 ― 

健康ドーム子育て支援室利用者数 ２７，９９８ 人 ３６，１９７ 人 ― 

家庭相談件数 （H22）３０２ 件 ４５５ 件 ― 

１－３ 児童福祉・次世代育成 

次世代を担う子どもと子育て家庭を社会全体で応援する機運を盛り上

げ、子どもたちが心身ともに健やかに生まれ育つ環境づくりを進めます。 

基
本
方
針 
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１－３－① 子育て支援 

 

事 業 № 12 コード 1-3-①-1     

名   称 子ども・子育て支援事業 所 管 福祉部 児童課 

概 要 等 
子ども・子育て支援法に基づき、子ども・子育て会議を設置するとともに、子ども・子育

て支援事業計画を策定し、平成２７年度から始まる新たな制度に対応します。 

事 業 費  ２，０49 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・子ども・子育て会議の開催 

・子ども・子育て支援事業計

画策定 

・子ども・子育て会議の開催 

・新制度対応 

・子育て支援員設置 

・子ども・子育て会議の開催 

・新制度対応 

・子育て支援員設置 

 

 

事 業 № 13 コード 1-3-①-2     

名   称 児童館運営事業 所 管 福祉部 児童課 

概 要 等 
児童センター及び児童館（９館）の運営、活動を通して、地域に根ざした児童の健康増進

及び情操を豊かに育てる児童健全育成活動を進めます。 

事 業 費  ３９７，５０２ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・児童センターの運営 

・指定管理者制度による委託 

（９館） 

・児童センターの運営 

・指定管理者制度による委託 

（９館） 

・児童センターの運営 

・指定管理者制度による委託 

（９館） 

 

 

事 業 № 14 コード 1-3-①-3     

名   称 ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金等事業 所 管 福祉部 家庭支援課 

概 要 等 

ひとり親家庭の経済的自立を目的として、雇用保険制度教育訓練給付の指定講座及び国が

定める就業に結びつく可能性の高い講座等を受講後に、自立支援教育訓練給付金を支給する

とともに、看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士等の資格取得

のために２年以上養成機関で修業した場合に、高等職業訓練促進給付金を支給します。 

事 業 費  １４，２９３ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・給付金支給 ・給付金支給 ・給付金支給 
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事 業 № 15 コード 1-3-①-4     

名   称 児童手当支給事業 所 管 福祉部 児童課 

概 要 等 
児童を養育している方に手当を支給することにより、生活の安定に寄与するとともに、次

世代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上を図ります。 

事 業 費  ５，０５９，８００ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・手当支給 ・手当支給 ・手当支給 

 

 

事 業 № 16 コード 1-3-①-5     

名   称 児童館整備事業 所 管 福祉部 児童課 

概 要 等 
児童が安全で快適に過ごせるよう、施設の老朽化と耐用年数に応じた適切な改修を、計画

的に行います。 

事 業 費  ７７，７２２ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・六ツ師児童館改修工事 

・その他施設整備 

・沖村児童館改修工事 

・その他施設整備 

・鍜治ケ一色児童館改修工事 

・その他施設整備 

 

１－３－② 子育てと社会参加の両立支援 

 

事 業 № 17 コード 1-3-②-1     

名   称 病児・病後児保育事業 所 管 福祉部 児童課 

概 要 等 

病気又は病気の回復期にあり、家庭や集団での保育が困難な児童を一時的に施設で保育す

る病児・病後児保育事業を市内医療機関へ委託し、その医療機関に付設された専用の場所で

行います。 

事 業 費  ２０，５６５ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・病児、病後児対応型保育委

託 

・病児、病後児対応型保育委

託 

・病児、病後児対応型保育委

託 
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事 業 № 18 コード 1-3-②-2     

名   称 児童クラブ運営業務委託事業 所 管 福祉部 児童課 

概 要 等 
放課後児童健全育成事業として、児童クラブの運営を民間委託し、事業の円滑化と効率化

を図ります。 

事 業 費  ４２０，４８１ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・ＮＰＯ法人への運営委託 ・ＮＰＯ法人への運営委託 ・ＮＰＯ法人への運営委託 

 

 

事 業 № 19 コード 1-3-②-3     

名   称 児童クラブ室整備事業 所 管 福祉部 児童課 

概 要 等 
放課後児童健全育成事業である児童クラブ（市内小学校に通う児童）の運営の安定化と利

用者の安全確保を図るため、学校敷地内等に児童クラブ室を整備します。 

事 業 費  １２３，７３３ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・師勝北児童クラブ室新築工

事 

・白木児童クラブ室改修工事 

・旧師勝北児童クラブ室改修

工事 

・師勝東児童クラブ室整備工

事 

 

 

事 業 № 20 コード 1-3-②-4     

名   称 保育施設整備事業 所 管 福祉部 児童課 

概 要 等 
総合計画、次世代育成支援行動計画に基づき、園児が安全で快適に過ごせるよう、園舎の

老朽化や耐用年数に応じた適切な改修を計画的に行い、保育サービスの充実を図ります。 

事 業 費  １，７７２，９８７ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・久地野・中之郷保育園駐車

場整備工事 

・園舎等整備工事 

・鹿田北・南保育園基本設計 

・鹿田北保育園改築工事 

・園舎等整備工事 

・鹿田北保育園改築工事 

・鹿田南保育園用地取得 

・園舎等整備工事 
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事 業 № 21 コード 1-3-②-5     

名   称 認可外保育所補助事業 所 管 福祉部 児童課 

概 要 等 
保育が必要である３歳未満の児童を保育している認可外保育所（補助対象基準の要件を満

たす施設）に対し、補助金を交付します。 

事 業 費  １３４，９６０ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・補助金交付（５施設） ・補助金交付（５施設） ・補助金交付（５施設） 

 

１－３－③ 子育てを支えあう地域づくり 

 

事 業 № 22 コード 1-3-③-1     

名   称 家庭児童相談事業 
所 

管 
福祉部 家庭支援課 

概 要 等 

虐待についての相談や通報等の情報提供を受け、児童虐待防止相談及び要保護児童への対

応を行います。また、ＤＶ相談等に対応し母子の自立支援の促進を図るとともに、家庭にお

ける多様な相談に応じ、児童の健全育成及び家庭の構築を支援します。 

事 業 費  １８，８３５ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・児童虐待相談 

・家庭相談 

・児童虐待相談 

・家庭相談 

・児童虐待相談 

・家庭相談 

 

 

事 業 № 23 コード 1-3-③-2     

名   称 ファミリー・サポート・センター事業 
所 

管 
福祉部 児童課 

概 要 等 

ＮＰＯ法人への運営委託により、地域において育児援助を行いたい方と援助を受けたい方

を組織化し、会員同士が育児に関する相互援助の活動を行うことで、子育て支援の輪を作り、

子どもを安心して生み育てることのできる環境づくりを進めます。 

事 業 費  ２５，７３１ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・運営委託 ・運営委託 ・運営委託 
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事 業 № 24 コード 1-3-③-3     

名   称 健康ドーム子育て支援室運営事業 所 管 福祉部 児童課 

概 要 等 

ＮＰＯ法人への運営委託により、健康ドーム内において、子育てに関する情報提供、サー

クル活動への支援、ファミリーサポート援助会員が行う託児サービスに対する場所の提供な

ど、子育て支援を行います。 

事 業 費  ２２，０８５ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・運営委託 ・運営委託 ・運営委託 
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主 要 施 策 これまでの主な取組 今後の取組予定 

１－４－① 

高齢者の社会参

加の推進 

・６５歳になった方への老人クラブ加入へ

の働きかけ 

・高齢者の新規就職先となる企業を募集 

・高齢者の知識と経験を生かすボランティ

ア活動の充実 

・高齢者の生きがいの場づくり 

・高齢者の就業機会の確保 

１－４－② 

総合的な介護予

防体制の充実 

・地域包括支援センターを中心に体制を確

立 

・介護予防や認知症予防対策のため回想法

事業などを実施 

・利便性を確保した相談窓口の拡大 

・「新しい総合支援事業」として、医療と

介護を結びつけた適切なサービスを実施 

１－４－③ 

地域に根ざした

介護体制の確立 

・在宅で行っている家族の負担軽減を図る

ため介護支援金を支給 

・災害時要援護者台帳管理システムの導入 

・災害時要援護者の安全確保を図るための

具体的なマニュアルや体制の確立 

・在宅生活の支援のため介護保険サービス

等の利用促進 

１－４－④ 

暮らしやすい地

域づくり 

・老人福祉施設にスロープや手すりを設置 

・日用生活用具などの購入費の一部補助実

施 

・老人福祉施設（憩いの家）の計画的な修 

繕 

・公共的施設のバリアフリー化の推進 

１－４－⑤ 

総合福祉センタ

ーもえの丘の利

用促進 

・指定管理者制度の導入 

・介護サービスを社会福祉協議会へ移行 

・ボランティア専用室を開放し、ボランテ

ィア活動の活性化を推進 

・総合福祉センターもえの丘を拠点とする

高齢者福祉・地域福祉事業の推進 

・社会福祉協議会への管理運営の委託によ

る民間の能力を活用したサービスの提供 

 

 

参 考 指 標 基準値（H21） 現状値（H25） 目標値（H29） 

老人クラブ会員数 ３，１９６ 人 ３，２０５ 人 ３，６００ 人 

老人クラブ活動参加人数（のべ） ２，５２４ 人 ３，３５１ 人 ４，０００ 人 

シルバー人材センター会員数 ９９８ 人 ７２８ 人 １，１００ 人 

シルバー人材センター就業人数（のべ） １０１，６４５ 人 ８３，４７５ 人 ８４，０００ 人 

シルバー人材センター受注件数 ５，４５９ 件 ６，５０９ 件 ６，０００ 件 

二次予防事業参加者実人数 ６８ 人 ８７ 人 １２０ 人 

１－４ 高齢者福祉 

高齢者が住みなれた地域で尊厳を保ちながら、心身ともに健康で生きが

いや楽しみを持って暮らすことができ、一人ひとりの生活様式に応じた自

立した生活を実現します。 

基
本
方
針 
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１－４－① 高齢者の社会参加の推進 

 

事 業 № 25 コード 1-４-①-1     

名   称 老人クラブ補助事業 所 管 福祉部 高齢福祉課 

概 要 等 
会員の修養と親睦を図り、健全で豊かな生活を営み高齢者福祉の推進に寄与する老人クラ

ブに対し、円滑な事業運営を図るため補助金を交付します。 

事 業 費  ２２，５００ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・補助金交付 ・補助金交付 ・補助金交付 

 

 

事 業 № 26 コード 1-４-①-2     

名   称 高齢者活動センター補助事業 所 管 福祉部 高齢福祉課 

概 要 等 
シルバー人材センターの活動拠点を提供するとともに、管理・運営に対し補助金を交付し、

高齢者の活動及びシルバー人材センターの育成を図ります。 

事 業 費  １１６，０００ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・補助金交付 ・補助金交付 ・補助金交付 

 

１－４－② 総合的な介護予防体制の充実 

 

事 業 № 27 コード 1-４-②-1     

名   称 思い出ふれあい（回想法）事業 所 管 福祉部 高齢福祉課 

概 要 等 

回想法センターを拠点とし、回想法事業を実施するとともに、センター運営、回想法スク

ール実施、視察対応等全国への情報発信を行います。なお、事業の一部をＮＰＯに委託しま

す。 

事 業 費  １９，１０６ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・事業運営費 ・事業運営費 ・事業運営費 

・地域回想法 15 周年記念事

業の実施 
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事 業 № 28 コード 1-４-②-2     

名   称 介護予防支援事業 所 管 福祉部 高齢福祉課 

概 要 等 
介護保険における予防給付の対象となる要支援者が介護予防サービス等の適切な利用を行

うことができるよう、介護予防プランの作成を居宅介護支援事業所に委託します。 

事 業 費  ５２，６１４ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・介護予防プラン作成委託 ・介護予防プラン作成委託 ・介護予防プラン作成委託 

 

 

事 業 № 29 コード 1-４-②-3     

名   称 包括的支援事業 所 管 福祉部 高齢福祉課 

概 要 等 
高齢者が住み慣れた地域での生活が継続できるよう、個々の状況やその変化に応じて、介

護サービスをはじめとする多様な支援を継続的かつ包括的に提供します。 

事 業 費  ８９，５００ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・包括的支援事業 

・認知症初期集中支援チーム

の設置の準備 

・包括的支援事業 

・認知症初期集中支援チーム

の運用 

・包括的支援事業 

・認知症初期集中支援チーム

の運用 

 

 

事 業 № 30 コード 1-４-②-4     

名   称 二次予防事業対象者把握事業 所 管 福祉部 高齢福祉課 

概 要 等 

生活機能の低下のため、要支援・要介護になるおそれのある方を把握し、介護予防につな

げられるよう、６５歳以上の方を対象に基本チェックリストを実施します。また、通所型介

護予防事業を民間事業所等に委託して、多様な支援を提供します。 

事 業 費  ３２，２６０ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・生活機能評価事業 

・基本チェックリスト作成 

・通所型介護予防事業の委託 

・生活機能評価事業 

・基本チェックリスト作成 

・通所型介護予防事業の委託 

・生活機能評価事業 

・基本チェックリスト作成 

・通所型介護予防事業の委託 
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１－４－③ 地域に根ざした介護体制の確立 

 

事 業 № 31 コード 1-４-③-1     

名   称 在宅介護者支援事業 所 管 福祉部 高齢福祉課 

概 要 等 
要介護４又は５認定された方を在宅で介護している介護者に対し、経済的負担を軽減する

ために支援金を支給します。 

事 業 費  ３７，８００ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・支援金支給 ・支援金支給 ・支援金支給 

 

１－４－④ 暮らしやすい地域づくり 

 

事 業 № 32 コード 1-４-④-1     

名   称 人にやさしい住宅リフォーム事業 所 管 福祉部 高齢福祉課 

概 要 等 
身体に重度の障害を有する方及び介護保険における要介護認定をされた方が行う住宅改修

に対して補助金を交付し、在宅介護を支援します。 

事 業 費  １５，７５０ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・補助金交付 ・補助金交付 ・補助金交付 

 

 

事 業 № 33 コード 1-４-④-2     

名   称 緊急通報システム推進事業 所 管 福祉部 高齢福祉課 

概 要 等 
安心した日常生活が送れるよう支援するため、ひとり暮らし高齢者等に対し、通信ネット

ワークを整備して緊急時に対応する見守り業務を委託します。 

事 業 費  ３０，０００ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・通信回線の敷設・使用料 

・見守り業務委託 

・通信回線の敷設・使用料 

・見守り業務委託 

・通信回線の敷設・使用料 

・見守り業務委託 
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事 業 № 34 コード 1-４-④-3     

名   称 高齢者福祉タクシー補助事業 所 管 福祉部 高齢福祉課 

概 要 等 

在宅にて生活をしている満８５歳以上の高齢者を対象にタクシー利用補助券を配布し、高

齢者が外出・買物等にタクシーを利用した際に、この補助券にてタクシー料金の一部を補助

します。 

事 業 費  １０，５３０ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・補助金交付 ・補助金交付 ・補助金交付 

 

１－４－⑤ 総合福祉センターもえの丘の利用促進 

 

事 業 № 35 コード 1-４-⑤-1     

名   称 総合福祉センターもえの丘機能整備事業 所 管 福祉部 社会福祉課 

概 要 等 総合福祉センターもえの丘の老朽化した設備等を全般にわたって修繕します。 

事 業 費  １１，１３８ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・修繕整備工事 ・修繕整備工事  
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主 要 施 策 これまでの主な取組 今後の取組予定 

１－５－① 

情報・コミュニ

ケーションの支

援強化 

・ホームページに関するアクセシビリティ

のガイドラインを作成 

・情報取得機会の均等性を確保 

・手話通訳者の設置 

・聞こえのサポート講座・手話奉仕員講座

の開催 

・ホームページのアクセシビリティを達成

等級ＡＡに準拠できるように向上 

・手話通訳者・要約筆記者などコミュニケ

ーション支援に関わる人材の養成・確保

を推進 

１－５－② 

障害児の療育・

教育体制の充実 

・身近な地域での適切な支援 

・年齢や障害特性に応じた専門的な支援 

・障害児通園通学費助成事業 

・個々の障害程度に応じた指導訓練を実施 

・障害の有無に関わらず、共に生活し育ち

あえる総合保育の推進 

１－５－③ 

雇用の拡大と就

労支援の推進 

・障害者就労施設等からの物品等の調達方

針を作成し、実績を公表 

・尾張中部障害者就業・生活支援センター

を通じ、障害を有する方の就労及び生活

を支援 

・障害者就労施設等からの物品等の調達方

針を毎年度作成し、優先的に調達 

・企業等実習にかかる交通費を助成 

・雇用の場を確保するため市内の企業への

働きかけ 

１－５－④ 

生活支援の強化

と社会参加の促

進 

・介護給付費や訓練等給付費等の総合的な

支援の実施 

・補装具費（購入及び修理）の給付 

・障害（児）者扶助料、特別障害者手当等

の支給 

・障害者施設の運営に対する補助 

・共同生活援助を開設する事務所への補助 

・虐待防止センターの設置 

・各種手当等の継続による経済的な自立支

援の推進 

・総合的な生活支援サービス等の充実 

・相談窓口における専門員の適正配置やき

め細かい相談支援の推進 

・年齢に応じて必要な療育・支援を受けら

れるよう各分野の連携強化 

 

参 考 指 標 基準値（H21） 現状値（H25） 目標値（H29） 

手話通訳者設置時間（週あたり） １８ 時間 ３５ 時間 ３５ 時間 

手話通訳者・要約筆記者派遣回数 １１５ 回 １５１ 回 １３２ 回 

障害児通所人数 （H24）１６７ 人 １７３ 人 ― 

障害福祉サービス利用者実人数 ３２１ 人 ４７４ 人 ― 

地域生活支援利用者数 １７７ 人 ３４６ 人 ― 

１－５ 障害者(児)福祉 

障害を持つ人が他の人々と同等な権利を享受するとともに、社会的な制

限を受けることなく、地域の中で自立して、生きがいを持って暮らせる社

会を実現します。 

基
本
方
針 
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１－５－② 障害児の療育・教育体制の充実 

 

事 業 № 36 コード 1-5-②-1     

名   称 障害児施設措置事業 所 管 福祉部 社会福祉課 

概 要 等 
障害を有する児童に、児童発達支援・放課後等デイサービス等の福祉サービスを提供しま

す。 

事 業 費  ５８０，７８７ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・通所サービスの提供 

・補助金交付 

・通所サービスの提供 

・補助金交付 

・通所サービスの提供 

・補助金交付 

 

１－５－③ 雇用の拡大と就労支援の推進 

 

事 業 № 37 コード 1-5-③-1     

名   称 障害者施設補助事業（社会福祉法人） 所 管 福祉部 社会福祉課 

概 要 等 

セルプしかつ・にしはるひまわり作業所・あかつき共同作業所に対し、支援介護体制の充

実及び地域生活を支援することを目的に補助し、にしはるひまわり作業所の建設費償還金を

補填します。 

事 業 費  ７０，９６６ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・運営補助金の交付 

・作業所建設費償還金補填 

・運営補助金の交付 

・作業所建設費償還金補填 

・運営補助金の交付 

・作業所建設費償還金補填 

 

１－５－④ 生活支援の強化と社会参加の促進 

 

事 業 № 38 コード 1-5-④-1     

名   称 障害者手当支援事業 所 管 福祉部 社会福祉課 

概 要 等 障害を有する方の心身の健全な育成と生活の維持安定を図るため、手当を支給します。 

事 業 費  ３６７，２５７ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・国、県、市障害（児）者手

当等支給 

・国、県、市障害（児）者手

当等支給 

・国、県、市障害（児）者手

当等支給 
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事 業 № 39 コード 1-5-④-2     

名   称 障害者総合支援事業 所 管 福祉部 社会福祉課 

概 要 等 
障害を有する方が受ける障害福祉サービスを提供します。また、障害を有する方が失われ

た機能を補う用具の購入・修理費用を補助します。 

事 業 費  ２，３２８，９１０ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・障害福祉サービスの提供 

・補装具購入費の一部負担 

・補助金交付 

・障害福祉サービスの提供 

・補装具購入費の一部負担 

・補助金交付 

・障害福祉サービスの提供 

・補装具購入費の一部負担 

・補助金交付 

 

 

事 業 № 40 コード 1-5-④-3     

名   称 障害者補助事業 所 管 福祉部 社会福祉課 

概 要 等 
障害を有する方が住み慣れた地域で生活し、さまざまな活動に積極的に参加できるよう支

援します。 

事 業 費  ７８，６４８ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・タクシー等利用補助 

・障害児通園通学費補助金交

付 

・企業等実習の交通費助成 

・タクシー等利用補助 

・障害児通園通学費補助金交

付 

・企業等実習の交通費助成 

・タクシー等利用補助 

・障害児通園通学費補助金交

付 

・企業等実習の交通費助成 

 

 

事 業 № 41 コード 1-5-④-4     

名   称 障害者施設補助事業（尾張中部福祉の杜） 所 管 福祉部 社会福祉課 

概 要 等 
社会福祉法人西春日井福祉会が整備した尾張中部福祉の杜の建設費及び土地購入費に係る

償還金、運営費を２市１町（北名古屋市、清須市、豊山町）が補填します。 

事 業 費  ２０７，６７０ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・補助金交付 

・施設建設費償還金補填 

・補助金交付 

・施設建設費償還金補填 

・補助金交付 

・施設建設費償還金補填 
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事 業 № 42 コード 1-5-④-5     

名   称 障害者地域生活支援事業 所 管 福祉部 社会福祉課 

概 要 等 
障害を有する方が日常生活又は社会生活を営むうえで必要な各種福祉サービスを提供しま

す。 

事 業 費  ３９２，１３６ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・地域生活支援 

・日常生活用具給付 

・相談支援等 

・地域生活支援 

・日常生活用具給付 

・相談支援等 

・地域生活支援 

・日常生活用具給付 

・相談支援等 
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主 要 施 策 これまでの主な取組 今後の取組予定 

１－６－① 

低所得者福祉の

充実 

・保護者の意見に配慮した助言の実施 

・自立に向けた就労の促進 

・生活困窮者に対する相談窓口の設置 

・要保護者等に対しての就労支援の充実 

１－６－② 

医療保険制度の

適正運営 

・特定健診・特定保健指導事業の実施 

・ジェネリック医薬品利用差額通知の実施 

・後期高齢者医療制度の周知 

・特定健診の受診勧奨 

・特定保健指導の実施の強化 

・継続的に制度の説明を広報へ掲載 

１－６－③ 

福祉医療制度の

充実 

・精神障害者医療費助成の拡充 

・子ども医療費助成の拡充 

・医療費助成の継続的な実施 

１－６－④ 

 国民年金の加入

促進 

・国民年金制度の周知 ・制度説明を広報等へ継続的に掲載 

１－６－⑤ 

 介護保険制度の

適正運営 

・介護保険事業の実施 

・介護保険制度の周知 

・介護保険施設の事業運営の推進 

・制度説明を広報等へ継続的に掲載 

・介護保険料の確保 

 

 

参 考 指 標 基準値（H21） 現状値（H25） 目標値（H29） 

生活保護受給者数 ２８０ 人 ６０４ 人 ― 

生活保護世帯数 ２１９ 世帯 ４３１ 世帯 ― 

特定健康診査受診率 ２３．６ ％ ３４．２ ％ ６０．０ ％ 

特定保健指導実施率 １３．３ ％ １６．２ ％ ６０．０ ％ 

精神障害者通院医療扶助費助成額 １２，０４５ 千円 １５，２７５ 千円 ― 

子ども医療扶助費助成額 ２１４，８６２ 千円 ２７６，１４８ 千円 ― 

国民年金納付率 ６２．３ ％ ６１．１ ％ ― 

１－６ 低所得者福祉・社会保険 

民生・児童委員や社会福祉協議会などとの密接な連携のもとで実態を的

確に把握し、低所得者の経済的な自立と生活意欲の助長を図ります。また、

生活保護制度、国民健康保険制度、後期高齢者医療制度、福祉医療制度、

介護保険制度などの適正な運営に努めます。 

基
本
方
針 
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１－６－① 低所得者福祉の充実 

 

事 業 № 43 コード 1-６-①-1     

名   称 生活保護事業 所 管 福祉部 社会福祉課 

概 要 等 
生活に困窮する方に対して、困窮の状況や程度に応じて経済的なものを中心に必要な保護

を行うことにより、最低生活を保障するとともに自立を助長できるよう支援します。 

事 業 費  ３，１５９，６００ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・生活保護費の給付 ・生活保護費の給付 ・生活保護費の給付 

 

 

事 業 № 44 コード 1-６-①-2     

名   称 生活困窮者自立支援事業 所 管 福祉部 社会福祉課 

概 要 等 

生活保護に至る前の段階の生活に困窮する方に対して、生活と就労に関する支援員を社会

福祉協議会に配置しワンストップ型の相談窓口を設け、就労その他自立に関する相談支援等

の強化を図ります。 

事 業 費  ３０，０００ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・社会福祉協議会へ事業委託 ・社会福祉協議会へ事業委託 ・社会福祉協議会へ事業委託 

 

１－6－③ 福祉医療制度の充実 

 

事 業 № 45 コード 1-6-③-1     

名   称 後期高齢者医療事業 所 管 市民健康部 国保医療課 

概 要 等 

後期高齢者医療制度の安定化と制度の周知のため、広域連合と市が分担し連携をとりなが

ら事業を行います。主な事業として、広域連合は保険料賦課、医療給付、市は納付書発送、

徴収業務、申請・届出等を行い、健康診査は広域連合から委託され市が実施します。 

事 業 費  ２，０２５，１２２ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・療養給付費の給付（広域連

合） 

・健康診査の実施（市） 

・療養給付費の給付（広域連

合） 

・健康診査の実施（市） 

・療養給付費の給付（広域連

合） 

・健康診査の実施（市） 
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事 業 № 46 コード 1-6-③-2     

名   称 障害者医療費扶助事業 所 管 市民健康部 国保医療課 

概 要 等 
障害を有する方の医療費の一部を扶助し、障害者福祉の増進を図ります。また、市の制度

として、自立支援医療受給者の精神通院以外に係る自己負担額を扶助します。 

事 業 費  ５０６，８５４ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・扶助費の給付 ・扶助費の給付 ・扶助費の給付 

 

 

事 業 № 47 コード 1-6-③-3     

名   称 精神障害者通院医療費扶助事業 所 管 市民健康部 国保医療課 

概 要 等 自立支援医療（精神通院医療）受給者の精神通院に係る自己負担額を扶助します。 

事 業 費  ５４，９５４ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・扶助費の給付 ・扶助費の給付 ・扶助費の給付 

 

 

事 業 № 48 コード 1-6-③-4     

名   称 母子・父子家庭医療費扶助事業 所 管 市民健康部 国保医療課 

概 要 等 母子・父子家庭の生活の安定と児童の健全育成のため、医療費の自己負担額を扶助します。 

事 業 費  ２５１，１５４ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・扶助費の給付 ・扶助費の給付 ・扶助費の給付 
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事 業 № 49 コード 1-6-③-5     

名   称 子ども医療費扶助事業 
所 

管 
市民健康部 国保医療課 

概 要 等 

未就学児については医療費の自己負担額を、就学児については医療費の自己負担額の一部

を扶助します。また、就学前までの子どもの入院時食事療養費を支給します。なお平成２６

年度より就学児医療助成手続の簡素化を実施し、市民の窓口での負担軽減を図ります。 

事 業 費  １，０３７，３７０ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・扶助費の給付 ・扶助費の給付 ・扶助費の給付 

 

 

事 業 № 50 コード 1-6-③-6     

名   称 後期高齢者福祉医療費給付事業 所 管 市民健康部 国保医療課 

概 要 等 
後期高齢者の一部負担金の支払いが困難な身体（精神）的、また環境的に恵まれない方の

医療費の自己負担額を扶助します。 

事 業 費  ４１９，２６５ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・医療費の給付 ・医療費の給付 ・医療費の給付 

 

 

事 業 № 51 コード 1-6-③-7     

名   称 障害者更生医療費扶助事業 所 管 
市民健康部 国保医療課 

(H27～)福祉部 社会福祉課 

概 要 等 障害を有する方が、その障害を軽減・除去するための医療に要した費用の支給を行います。 

事 業 費  ３９３，２７０ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・更生医療費の支給 ・更生医療費の支給 ・更生医療費の支給 
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事 業 № 52 コード 1-6-③-8     

名   称 育成医療費扶助事業 所 管 
市民健康部 国保医療課 

(H27～)福祉部 社会福祉課 

概 要 等 
障害を有する児童が、その障害を軽減・除去するための医療に要した費用の支給を行いま

す。 

事 業 費  ７，９５０ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・育成医療費の支給 ・育成医療費の支給 ・育成医療費の支給 

 

 

事 業 № 53 コード 1-6-③-9     

名   称 養育医療費扶助事業 所 管 市民健康部 国保医療課 

概 要 等 
未熟児であって、医師が入院療養を必要と認めた場合に、医療に要した費用の支給を行い

ます。 

事 業 費  １５，９１５ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・養育医療費の支給 ・養育医療費の支給 ・養育医療費の支給 
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主 要 施 策 これまでの主な取組 今後の取組予定 

１－７－① 

福祉サービスの

周知と利用促進 

・広報紙やホームページでの情報提供 

・高齢者福祉ガイドの配布 

・６０代からの健康づくり事業日程表配布 

・情報通信機器の発展にあわせた分かりや

すい情報発信の実施 

・利用促進のための申請受付を検討 

１－７－② 

市民相互による

連携の強化 

・ひとり暮らし高齢者、高齢者世帯、障害

者世帯などを見守り協力員の見守り活動

による日常的な安否の確認 

・市民主体による生きがい活動等の支援 

・市民相互の助け合いによる孤立死の防止 

１－７－③ 

課題を解決する

仕組みの構築 

・福祉サービス・相談に対応する総合窓口

を設置 

・相談窓口の体制の充実 

・福祉団体やボランティア団体等が行って

いる福祉サービスを組み合わせる組織や

人材を育成 

・福祉サービスの第三者評価する仕組みを

研究 

１－７－④ 

 ボランティア活

動の推進 

・社会福祉協議会を中心にボランティアの

育成を実施 

・社会福祉協議会を中心にボランティア活

動を展開 

・各種団体の連携を促進するため、活動内

容に関する情報を発信 

１－７－⑤ 

 活動拠点や支援

体制の整備 

・各種福祉団体の活動を支援 

・社会福祉協議会と連携し、地域福祉活動

やボランティア活動を展開 

・地域福祉施設の活動の推進 

・多様なニーズに対応できる地域による福

祉体制の推進 

・総合福祉センターもえの丘の指定管理者

である社会福祉協議会と連携し、地域福

祉活動・ボランティア活動を展開 

 

 

参 考 指 標 基準値（H21） 現状値（H25） 目標値（H29） 

見守り協力員数 ２３３ 人 ２８９ 人 ２７０ 人 

ボランティア登録団体数 ３０ 団体 ２６ 団体 ３４ 団体 

ボランティア登録人数 ５３７ 人 ５０５ 人 ６３０ 人 

１－７ 地域福祉 

個人や家庭、公的機関などの有機的連携のもと、地域ぐるみの福祉体制

づくりを推進し、住み慣れた地域で、互いに支えあいながら共に生きるこ

とができる福祉社会づくりをめざします。 

基
本
方
針 
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１－７－⑤ 活動拠点や支援体制の整備 

 

事 業 № 54 コード 1-7-⑤-1     

名   称 地域福祉計画策定事業 所 管 福祉部 社会福祉課 

概 要 等 

地域の助け合いによる地域福祉を推進するため、一人ひとりの尊厳を重んじながら、人と

人とのつながりを基本として、困った時にお互いに助け合い、支え合う「共生社会」をめざ

すための理念や仕組みを定める地域福祉計画を策定します。 

事 業 費  ２，０００ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・計画の策定   

 

 

事 業 № 55 コード 1-7-⑤-2     

名   称 社会福祉協議会補助事業 所 管 福祉部 社会福祉課 

概 要 等 
地域福祉の中核となる社会福祉協議会の活動の推進を図るため、運営に要する経費に対し

て補助金を交付します。 

事 業 費  ２３０，９３０ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・補助金交付 ・補助金交付 ・補助金交付 
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２ 安全・安心で利便性の高いまちづくり 

 

自立と協働の 

まちづくり 

環境にやさしい 

うるおいのある 

まちづくり 

創造的で 

活力ある 

まちづくり 

豊かな心を育み 

文化の薫る 

まちづくり 

「
健
康
快
適
都
市
」
～
誰
も
が
安
全
・
安
心
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
～ 

健康で 

生きがいを持って

暮らせる 

まちづくり 

2-1 防災・消防 

2-2 交通安全 

安全・安心で 

利便性の高い 

まちづくり 

2-3 防 犯 

2-4 生活道路 

2-5 河川・下水道（雨水） 

2-6 市街地 

2-7 幹線道路 

2-8 公共交通 

2-9 上水道・下水道（汚水） 
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主 要 施 策 これまでの主な取組 今後の取組予定 

２－１－① 

地域の防災力の

強化 

・初期消火訓練等に消防団員を派遣 

・訓練等の活動費や資機材購入を補助 

・要援護者に対する避難支援訓練を実施 

・企業や大学と災害時相互応援協定を締結 

・西春日井広域事務組合との連携の拡充 

・災害時相互応援協定の内容充実 

２－１－② 

防火・防災意識

の高揚 

・防災訓練、水防訓練の実施 

・防災リーダー養成講習会、自主防災会訓

練、防災講話の実施 

・自助・共助を重点に防災訓練、水防訓練

を定期的に実施 

２－１－③ 

建物の安全対策

の促進 

・民間住宅に対する耐震診断及び耐震改修

工事に係る費用補助の実施 

・住宅リフォーム等を促進する補助の実施 

・耐震診断及び耐震改修補助制度を、災害

の減災化のため周知を強化 

・大規模建築物耐震診断の実施 

２－１－④ 

 速やかな災害情報

伝達体制の強化 

・緊急速報メールの活用 

・インターネット事業者、ケーブルテレビ

事業者と協定を締結 

・同報系防災行政無線の整備 

・防災ほっとメール、ホームページの拡充 

２－１－⑤ 

 大規模災害に備

えた施設整備な

どの促進 

・公共施設の耐震化 

・備蓄倉庫の整備による食料品や飲料水、

生活必需品の備蓄を促進 

・物資調達・輸送に関する協定を締結 

・健康ドームを救護所の拠点とした災害時

の負傷者対応を検討 

・公園整備の規模に応じて、避難所として

の活用を検討 

２－１－⑥ 

 消防体制の強

化・充実 

・西春日井広域事務組合への負担金 

・公園整備に伴う耐震性防火水槽の設置 

・消防団員の消防技術訓練、消防ポンプ車

操法訓練、県消防操法大会出場、消防水

利点検を実施 

・消防広域化に向け、指令センターの建設

費用を負担 

参 考 指 標 基準値（H21） 現状値（H25） 目標値（H29） 

防災リーダー育成人数 ４２ 人 ５３ 人 ６４ 人 

補助金活用自主防災会数 １９ 団体 ２３ 団体 ３２ 団体 

防災ほっとメール登録アドレス件数 １，５０８ 件 ２，８２７ 件 ４，１００ 件 

木造住宅の無料耐震診断棟数（のべ） ７５７ 棟 ９６１ 棟 １，１２０ 棟 

木造住宅の耐震改修棟数（のべ） ７３ 棟 １２６ 棟 １７０ 棟 

住宅の耐震化率 ７３．１ ％ ７７．４ ％ (H32)９５．０ ％ 

２－１ 防災・消防 

大地震や大規模水害、火災などの発生に対して、被害を最小限に留める

防災対策を進めるとともに、災害発生時において相互に協力し合う防災力

の高い地域コミュニティをつくります。 

基
本
方
針 
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２－１－① 地域の防災力の強化 

 

事 業 № 56 コード 2-1-①-1     

名   称 非常備消防事業 所 管 防災環境部 防災交通課 

概 要 等 
消防技術訓練、消防ポンプ車操法訓練、県消防操法大会出場、消防水利点検などを行い、

消防団員の消防知識と消防技術の向上及び消防団組織の充実強化を図ります。 

事 業 費  ６６，３９７ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・消防団員報酬 

・消防団員出動費用弁償 

・消防操法大会出場 

・消防団活動服購入 

・消防団員報酬 

・消防団員出動費用弁償 

・消防操法大会出場 

・防火衣、耐切創性手袋購入 

・消防団員報酬 

・消防団員出動費用弁償 

・消防操法大会出場 

 

 

事 業 № 57 コード 2-1-①-2     

名   称 自主防災組織育成支援事業 所 管 防災環境部 防災交通課 

概 要 等 
地域における防災力の向上を図るため、自主防災会が行う訓練等や消防・防災資機材の購

入費用の一部を補助します。 

事 業 費  １３，５００ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・自主防災会事業補助金等交

付 

・自主防災会事業補助金等交

付 

・自主防災会事業補助金等交

付 

 

２－１－② 防火・防災意識の高揚 

 

事 業 № 58 コード 2-1-②-1     

名   称 防災訓練事業 所 管 防災環境部 防災交通課 

概 要 等 
防災体制の強化及び市民の防災意識の高揚を図り、災害時の被害を最小限に抑えるため、

災害対策基本法に基づき、防災訓練及び水防訓練を実施します。 

事 業 費  ６，８９０ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・防災訓練の実施 

・水防訓練の実施 

・防災訓練の実施 

・水防訓練の実施 

・防災訓練の実施 

・水防訓練の実施 
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２－１－③ 建物の安全対策の促進 

 

事 業 № 59 コード 2-1-③-1     

名   称 民間住宅耐震改修補助事業 所 管 建設部 施設管理課 

概 要 等 
民間住宅の耐震診断を実施し、耐震改修工事に係る費用の一部を補助することで、耐震化

率の向上を図り、地震に強いまちづくりの基盤形成に努めます。 

事 業 費  ８１，６９９ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・民間住宅耐震診断 

・民間住宅耐震改修補助 

・大規模建築物耐震診断 

・民間住宅耐震診断 

・民間住宅耐震改修補助 

・民間住宅耐震診断 

・民間住宅耐震改修補助 

 

２－１－④ 速やかな災害情報伝達体制の強化 

 

事 業 № 60 コード 2-1-④-1     

名   称 防災行政無線整備事業 所 管 防災環境部 防災交通課 

概 要 等 

災害時、市民に対し速やかに情報を提供するため、防災行政無線を適正に保守管理します。

なお、移動系防災行政無線をデジタル化するとともに、高度情報通信ネットワークシステム

を西庁舎分館への防災関連システムの集約に伴い移設します。 

事 業 費  １７３，９２２ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・移動系防災行政無線デジタ

ル整備工事 

・高度情報通信ネットワーク

システム移設等工事 

・防災行政無線保守管理 

・防災行政無線保守管理 ・防災行政無線保守管理 
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２－１－⑤ 大規模災害に備えた施設整備などの促進 

 

事 業 № 61 コード 2-1-⑤-1     

名   称 防災拠点施設整備事業 所 管 防災環境部 防災交通課 

概 要 等 

非常食・飲料水を購入するなど大規模災害時における応急対策の充実・強化を図ります。

また、市内の被災状況や推移状況を瞬時に把握するため、河川監視カメラの適正な保守管理

に努めます。 

事 業 費  ２７，６３０ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・備蓄品購入 ・備蓄品購入 ・備蓄品購入 

 

２－１－⑥ 消防体制の強化・充実 

 

事 業 № 62 コード 2-1-⑥-1     

名   称 常備消防事業 所 管 防災環境部 防災交通課 

概 要 等 

西春日井広域事務組合の消防及び救助活動に係る運営費を２市１町（北名古屋市、清須市、

豊山町）で負担します。また、消防広域化に向けて指令センターの建設費及び運営費を負担

します。 

事 業 費  ２，２１０，５１６ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・西春日井広域事務組合負担

金 

・指令センター建設等負担金 

・西春日井広域事務組合負担

金 

・指令センター運営費負担金 

・西春日井広域事務組合負担

金 

・指令センター運営費負担金 
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主 要 施 策 これまでの主な取組 今後の取組予定 

２－２－① 

交通安全意識の

高揚 

・交通安全協会の協力のもと交通安全教室

や自転車教室等を開催 

・西枇杷島警察署からの情報をもとに広報

やホームページに情報を掲載 

・市民（幼児から高齢者まで）及び交通関

係団体の参加による、安全なまちづくり

推進決起大会を開催 

・子どもや高齢者に対する交通安全教育の

充実 

・交通事故の多発地点を把握し、情報を提

供 

・地域ぐるみによる交通安全運動の強化 

２－２－② 

交通の安全性の

向上 

・道路反射鏡や道路照明灯（防犯灯）の設

置の促進 

・区画線、交差点鋲などの交通環境の整備

を実施 

・交通の支障となる路上放置車両（自動車、

自転車など）の発生を防止するため、パ

トロールを実施 

・放置自転車の撤去及び処分の実施 

・放置自転車防止の意識高揚を図るため啓

発活動を実施 

・自治会等からの要望をもとに交通環境の

整備促進 

・路上放置車両の早期発見及び再発防止 

・適正な自転車駐車の促進 

・より道路を通行しやすくするため、パト

ロールを強化 

 

 

参 考 指 標 基準値（H21） 現状値（H25） 目標値（H29） 

交通安全教室の回数 １８ 回 ２０ 回 ２０ 回 

街頭指導の回数 １８ 回 ２３ 回 ２１ 回 

交通安全啓発活動の回数 ９ 回 １４ 回 １３ 回 

交通事故件数（人身） ５４９ 件 ５６６ 件 ― 

２－２ 交通安全 

市民はもちろん、本市で活動する企業関係者が交通事故に遭遇する危険

度が少なく、安心して移動できる安全なまちづくりを推進します。 

基
本
方
針 
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２－２－① 交通安全意識の高揚 

 

事 業 № 63 コード 2-２-①-1     

名   称 交通安全関係団体支援事業 所 管 防災環境部 防災交通課 

概 要 等 
交通事故防止などの交通安全活動の充実を図るため、北名古屋市交通安全協会へ補助金を

交付し、愛知県交通安全協会西枇杷島支部へ負担金を支出します。 

事 業 費  ２６，３０１ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・補助金交付 

・負担金 

・補助金交付 

・負担金 

・補助金交付 

・負担金 

 

２－２－② 交通の安全性の向上 

 

事 業 № 64 コード 2-2-②-1     

名   称 放置自転車対策事業 所 管 防災環境部 防災交通課 

概 要 等 
西春駅放置禁止区域内や、無料自転車駐車場、その他の公共の場所に放置されている自転

車等について指導、撤去及び返還業務を行います。 

事 業 費  １６，２４２ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・西春駅放置禁止区域内自転

車等整理業務委託 

・放置自転車等撤去・返還業

務委託 

・西春駅放置禁止区域内自転

車等整理業務委託 

・放置自転車等撤去・返還業

務委託 

・西春駅放置禁止区域内自転

車等整理業務委託 

・放置自転車等撤去・返還業

務委託 

 

 

事 業 № 65 コード 2-2-②-2     

名   称 交通安全施設整備事業 所 管 防災環境部 防災交通課 

概 要 等 
交通事故の防止のため、道路反射鏡（カーブミラー）や通学路標識等の交通安全施設の新

設、修繕及び維持管理を行います。 

事 業 費  １６，９２０ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・カーブミラー設置・修繕 

・通学路標識・交差点鋲修繕 

・カーブミラー設置・修繕 

・通学路標識・交差点鋲修繕 

・カーブミラー設置・修繕 

・通学路標識・交差点鋲修繕 
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主 要 施 策 これまでの主な取組 今後の取組予定 

２－３－① 

防犯意識の高揚 

・街頭啓発活動の実施 

・防犯記事を広報等に掲載 

・市内小中学校の児童及び保育園児を対象

とした防犯教室を実施 

・防犯パトロールの実施 

・引き続き市民の防犯意識を高める活動を

継続 

・犯罪を見逃さない地域づくりを推進 

２－３－② 

地域の防犯力の

向上 

・防犯ボランティア団体に防犯活動の支援

として助成金を交付 

・不審者情報を安全なまちづくり協定事業

者に情報提供 

・県へ中学校区に１箇所の交番設置を要望 

・警察や防犯関係機関・団体、自治会、防

犯ボランティア（子ども110番の家な

ど）間で情報を共有して連携を強化 

・引き続き国や県に対し、交番設置を粘り

強く要望 

２－３－③ 

防犯施設の充実 

・自治会からの要望に対する防犯灯の効率

的な設置 

・防犯灯のＬＥＤ化の推進 

・公共性が高く、人通りが多い駅周辺に防

犯カメラを設置 

・地域からの要望に基づく効率的な防犯灯

の設置 

・市内の防犯灯（約6,000基）をリース方

式によりＬＥＤ化 

・市内要所に防犯カメラの設置を検討 

 

 

参 考 指 標 基準値（H21） 現状値（H25） 目標値（H29） 

犯罪発生件数 １，５４８ 件 １，３０４ 件 ― 

防犯ボランティア人数 ３７４ 人 ３３０ 人 ４００ 人 

防犯灯数（ＬＥＤ含む） ５，７７９ 基 ５，９７２ 基 ― 

２－３ 防 犯 

防犯意識が高く、誰もが被害者とならない安全・安心なまちづくりを、

市と市民が一丸となって実現します。 

基
本
方
針 
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２－３－① 防犯意識の高揚 

 

事 業 № 66 コード 2-3-①-1     

名   称 防犯関係団体支援事業 所 管 防災環境部 防災交通課 

概 要 等 

地域住民による自主的な防犯活動を支援・育成し、刑法犯の認知件数の減少をめざすため、

北名古屋市防犯協会へ補助金を交付し、西枇杷島警察署管内防犯協会連合会へ負担金を支出

します。 

事 業 費  ２４，６００ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・補助金交付 

・負担金 

・補助金交付 

・負担金 

・補助金交付 

・負担金 

 

２－３－② 地域の防犯力の向上 

 

事 業 № 67 コード 2-3-②-1     

名   称 交番施設（ふれあい交番）整備事業 所 管 防災環境部 防災交通課 

概 要 等 
地域住民及び西春駅を利用する通勤・通学者の緊急時の駆け込み場所として、ふれあい交

番を移設します。 

事 業 費  ５，６６９ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・基本設計 

・移設工事 

・ふれあい交番の管理運営 ・ふれあい交番の管理運営 

 

２－３－③ 防犯施設の充実 

 

事 業 № 68 コード 2-3-③-1     

名   称 防犯施設整備事業 所 管 防災環境部 防災交通課 

概 要 等 
防犯灯の新設・修繕工事や維持管理を行うとともに、環境負荷の低減や経費削減のために

市内にある防犯灯（約 6,000 基）をＬＥＤに切り替え、省電力・長寿命化を推進します。 

事 業 費  １５０，３００ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・防犯灯の維持管理（修繕） 

・防犯灯調査・台帳作成 

・ＬＥＤ防犯灯への交換工事 

・防犯灯の維持管理（リース） 

・新規防犯灯設置工事 

・防犯灯の維持管理（リース） 

・新規防犯灯設置工事 
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主 要 施 策 これまでの主な取組 今後の取組予定 

２－４－① 

歩行者優先の道

づくり 

・歩道と車道の分離を図り、通学路等のカ

ラー化を実施 

・安全で快適な公共空間の形成として、西

春駅西口駅前広場のバリアフリー化を実

施 

・自治会からの要望を中心とし、緊急度に

応じた道路改良工事の実施 

・学校との連携を強化し、通学路のカラー

化を推進 

・片場大橋への南北道路に歩道を整備し、

歩道と車道の分離を実施 

・街路の整備に合わせてバリアフリー化を

推進し、交通弱者の移動利便性を向上 

・歩行者専用道路などを指定し、歩行者や

自転車を優先する道路ネットワークの整

備を検討 

２－４－② 

橋梁の整備 

・老朽化した橋梁の点検、長寿命化修繕計

画の策定、長寿命化対策工事の実施 

・老朽化した片場大橋の改築 

・橋梁の点検と修繕を継続的に実施し、計

画的な延命化を推進 

・北名古屋市と岩倉市の都市計画道路を繋

ぐ天保橋の改築 

 

 

参 考 指 標 基準値（H21） 現状値（H25） 目標値（H29） 

橋梁修繕箇所 ― ― （Ｈ３５）８７ 箇所 

小学校通学路整備率 （H24）７６．１％ ７７．０ ％ ８０．０ ％ 

信号交差点事故対策カラー舗装（のべ） ２ 箇所 ５ 箇所 ５ 箇所 

橋梁整備事業（天保橋） １ ％ ５ ％ １００ ％ 

通学路カラー化延長 ― １．８ ｋｍ ５．５ ｋｍ 

２－４ 生活道路 

日常生活と密着した道路として、歩行者や自転車の安全かつ快適な通行

を確保します。 

基
本
方
針 
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２－４－① 歩行者優先の道づくり 

 

事 業 № 69 コード 2-4-①-1     

名   称 道路改良事業 所 管 建設部 都市整備課 

概 要 等 
各自治会から提出される土木事業要望に基づき、通学路を中心に緊急度に応じて道路改良

工事を実施します。 

事 業 費  ４５０，０００ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・実施設計 

・道路改良工事 

・実施設計 

・道路改良工事 

・実施設計 

・道路改良工事 

 

 

事 業 № 70 コード 2-4-①-2     

名   称 交通安全施設整備事業 所 管 建設部 都市整備課 

概 要 等 
歩道と車道の分離を図り、道路利用者の安全を確保します。また、通学路をカラー化し、

事故危険箇所対策の推進を図ります。 

事 業 費  １４１，５００ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・通学路カラー化 

・片場大橋南北道路用地測

量、土地評価、物件調査、

用地取得 

・片場大橋南北道路用地取

得、物件補償、歩道新設工

事（北側） 

・片場大橋南北道路歩道新設

工事（南側） 

 

２－４－② 橋梁の整備 

 

事 業 № 71 コード 2-4-②-1     

名   称 橋梁整備事業（天保橋） 所 管 建設部 都市整備課 

概 要 等 
本市の都市計画道路と岩倉市の都市計画道路を結ぶ重要な橋梁として、北名古屋市、岩倉

市及び愛知県が負担して天保橋を再築整備します。 

事 業 費  ３６０，５００ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・Ａ１・Ａ２橋台工事 

・上部工工事 

・取付道路工事  
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主 要 施 策 これまでの主な取組 今後の取組予定 

２－５－① 

河川、下水道な

どの計画的な整

備 

・中江川の本市域内整備完了 

・水場川改修事業の着手 

・鴨田川の継続改修 

・排水路の補修や清掃を実施 

・久地野ポンプ場の整備 

・排水路の補修や清掃を継続 

・Ｊ１排水区に雨水管きょを整備 

・久地野排水区の幹線管きょ等を整備 

・電車川ポンプ場の設備を計画的に修繕又

は更新し、長寿命化対策を実施 

２－５－② 

保水・遊水機能

の保全と回復 

・調整池ポンプの分解点検や樋門点検を実

施 

・小中学校、公園、道路、児童遊園、給食

センター建設予定地等への雨水貯留施設

の整備 

・生産緑地地区の保全 

・家庭での雨水貯留施設の設置補助 

・浄化槽の雨水貯留施設への転用補助 

・流域水害対策計画に基づき、雨水貯留施

設を整備し、適正な維持管理を実施 

・（仮称）鹿田中央公園の整備にあわせた

雨水貯留施設を整備 

・天神中学校への雨水貯留施設を整備 

・ポンプ施設の点検や補修を継続に実施 

・保水機能を有する水田や浸透機能を有す

る畑を保全 

・民間宅地などの開発に対して、雨水貯留

施設や地下浸透施設の設置を指導 

２－５－③ 

親しみの持てる

河川づくり 

・薬師寺地区に水辺公園を整備 ・河川空間を利用し、身近に自然とふれあ

える場を整備 

・五条川プロムナード徳重地区を整備 

 

 

 

 

参 考 指 標 基準値（H21） 現状値（H25） 目標値（H29） 

雨水貯留施設整備量 ９，６８９ ㎥ １０，８４０ ㎥ (Ｈ４７)７２，６００㎥ 

排水路改修延長 １３０．７ ｍ ４０９．１ ｍ （Ｈ２５）４００ ｍ 

久地野ポンプ場整備率 ７８．８ ％ ７８．８ ％ (Ｈ２6)１００．０％ 

雨水管きょ整備延長 ５８６ ｍ １，０３５ ｍ (Ｈ２７)１，１００ｍ 

浄化槽転用件数（のべ） ４２ 件 ６０ 件 ― 

生産緑地の面積 ２０．８ ｈａ １９．８ ｈａ ― 

２－５ 河川・下水道（雨水） 

新川流域水害対策計画に基づき、河川改修や下水道整備を促進するとと

もに、排水施設の充実や農地の保水・遊水機能の保全などにより、短時間

に大量の雨水が河川へ流れ込むことを抑制し、浸水被害を軽減します。 

基
本
方
針 
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２－５－① 河川、下水道などの計画的な整備 

 

事 業 № 72 コード 2-5-①-1     

名   称 河川改修事業 所 管 建設部 都市整備課 

概 要 等 浸水被害の軽減を図るため、老朽化した排水路を改修します。 

事 業 費  １２５，０００ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・実施設計（高田寺、鍜治ケ

一色） 

・実施設計（沖村） 

・排水路改修工事（高田寺、

鍜治ケ一色） 

・排水路改修工事（高田寺、

沖村） 

 

 

事 業 № 73 コード 2-5-①-2     

名   称 河川・排水路維持管理事業 所 管 建設部 施設管理課 

概 要 等 準用河川及び排水路の排水機能保全と安全確保のため、保守点検や修繕等を実施します。 

事 業 費  ２７７，５９０ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・排水ポンプ･樋門点検整備 

・排水路清掃 

・排水路修繕工事 

・排水ポンプ･樋門点検整備 

・排水路清掃 

・排水路修繕工事 

・排水ポンプ･樋門点検整備 

・排水路清掃 

・排水路修繕工事 

 

 

事 業 № 74 コード 2-5-①-3     

名   称 公共下水道（雨水）整備事業 
所 

管 
建設部 下水道課 

概 要 等 
雨水幹線等を整備することにより、浸水被害の軽減を図ります。また、電車川ポンプ場の

設備を計画的に更新し、建物の耐震化を図ります。 

事 業 費  １，２４０，０００ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・久地野排水区雨水管きょ実

施設計 

・電車川ポンプ場耐震補強実

施設計等、電気設備実施設

計等 

・遠方監視設備新設工事 

・久地野排水区雨水管きょ整

備工事 

・Ｊ１排水区雨水管きょ実施

設計 

・電車川ポンプ場耐震補強実

施設計等、電気設備実施設

計等 

・鹿田排水区雨水貯留施設用

地買収 

・久地野排水区雨水管きょ整

備工事 

・Ｊ１排水区雨水管きょ整備

工事 

・電車川ポンプ場耐震補強実

施設計等、電気設備実施設

計等、機械設備実施設計等 

・鹿田排水区雨水貯留施設用

地買収等 
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２－５－② 保水・遊水機能の保全と回復 

 

事 業 № 75 コード 2-5-②-1     

名   称 雨水貯留施設整備事業 
所 

管 
建設部 都市整備課 

概 要 等 
新川流域水害対策計画に基づき、概ね５年に１度の発生が想定される降雨に対する浸水被

害の軽減に努めます。 

事 業 費  １９２，０００ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・天神中学校雨水貯留施設工

事 
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主 要 施 策 これまでの主な取組 今後の取組予定 

２－６－① 

適正な土地利用

の誘導 

・都市計画マスタープランの策定 

・企業誘致に向けて沖村西部地区開発事業

を調査 

・地区計画による暫定用途地区解除を検討 

・鉄道駅周辺まちづくりにあわせ、駅周辺

の高度利用を検討 

２－６－② 

まとまりある市

街地の形成 

・鉄道周辺まちづくり構想を策定し、実現

化のための方策を検討 

・住民説明会を実施する等、具体的な整備

計画を策定 

２－６－③ 

魅力的な都心機

能の創造 

・西春駅西土地区画整理事業を実施 

・西春駅ホームにエレベーター等を設置 

・西春駅西口に設置のエレベーター入替工

事を実施 

・西春駅西土地区画整理事業の平成２８年

度完了を推進 

・徳重･名古屋芸大駅周辺地区は具体的な整

備計画を策定 

２－６－④ 

快適でゆとりあ

る宅地の供給 

・鍜治ケ一色土地区画整理事業の完了 

・石橋地区で関係者への土地区画整理事業

に関する意向調査を実施 

・人口減少のなか新市街地における住居系

の土地区画整理事業の縮小 

・石橋地区等の土地区画整理事業等の検討 

 

 

参 考 指 標 基準値（H21） 現状値（H25） 目標値（H29） 

西春駅東西連絡橋維持管理事業費 ７，２６９ 千円 ３２，２９２ 千円 ― 

市施行土地区画整理事業進捗率 ９０．８ ％ ９７．４ ％ (Ｈ２８)１００．０％ 

組合施行土地区画整理事業進捗率 ９１．３ ％ １００．０ ％ (Ｈ２５)１００．０％ 

２－６ 市街地 

快適でゆとりある生活を営み、今後も住み続けたいと思う豊かな住環境

を整備するとともに、一つの都市としてのまとまりがあり、魅力ある拠点

機能を持つ市街地を形成します。 

基
本
方
針 



73 
 

 

２－６－① 適正な土地利用の誘導 

 

事 業 № 76 コード 2-6-①-1     

名   称 沖村西部地区開発事業 所 管 建設部 都市整備課 

概 要 等 都市計画マスタープランに位置づけられた、沖村西部地区の開発を推進します。 

事 業 費  １２２，４００ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・都市計画決定図書作成 

・認可申請図書作成 

・換地設計準備 

・土地評価 

・工事全体予備設計 

・換地設計･仮換地指定 

 

 

事 業 № 77 コード 2-6-①-2     

名   称 沖村西部調整池・スポーツ施設整備事業 所 管 建設部 都市整備課 

概 要 等 
沖村西部地区開発事業にあわせて、スポーツ施設として多目的に利用できる雨水調整池の

整備を行います。 

事 業 費  ５００，８４６ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・用地先行取得 

・予備設計(調整池) 

・用地先行取得 

・予備設計(ポンプ) 

・詳細設計 

 

２－６－② まとまりある市街地の形成 

 

事 業 № 78 コード 2-6-②-1     

名   称 鉄道周辺まちづくり事業 所 管 建設部 都市整備課 

概 要 等 
駅周辺地区を北名古屋市の玄関口として、鉄道の高架化など都市拠点にふさわしいまちづ

くり整備を推進するとともに、駅周辺の一体化を図ります。 

事 業 費  ３４，０００ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・実施計画作成 

・地元合意形成 

・関係機関協議 

・地元合意形成 

・事業計画作成 

・地元合意形成 
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２－６－③ 魅力的な都心機能の創造 

 

事 業 № 79 コード 2-6-③-1     

名   称 西春駅西土地区画整理事業 所 管 建設部 都市整備課 

概 要 等 
都市基盤の整備、交通体系の確立、居住環境の改善を行い、北名古屋市の玄関口にふさわ

しいまちづくりを行います。 

事 業 費  ３８，０００ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・工事 

・出来形測量 

・換地計画 

・換地処分 

・登記 

 

 

 

事 業 № 80 コード 2-6-③-2     

名   称 西春駅東西連絡橋維持管理事業 所 管 建設部 都市整備課 

概 要 等 
西春駅の東西を結ぶ高架連絡橋のエレベーター及びエスカレーターの保守管理･修繕･清掃

等を行い、適正に維持管理します。 

事 業 費  ３４，５２０ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・エレベーター、エスカレー

ター保守点検 

・連絡橋清掃 

・エレベーター、エスカレー

ター保守点検 

・連絡橋清掃 

・エレベーター、エスカレー

ター保守点検 

・連絡橋清掃 
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主 要 施 策 これまでの主な取組 今後の取組予定 

２－７－① 

幹線道路網の整

備 

・一般県道名古屋豊山稲沢線(都市計画道路

豊山西春線)を継続的に整備 

・鉄道高架と駅周辺まちづくりを推進 

・名古屋芸術大学東キャンパスから徳重･

名古屋芸大駅の周辺に向けて整備を促進 

・鉄道立体交差化による安全で機能的なま

ちづくりを推進 

２－７－② 

安全でスムーズ

な移動と利便性

の向上 

・Ａ３号線･高田寺久地野線を計画的に整備 

・県道春日井稲沢線の右折レーン新設を県

道管理者に要望 

・整備水準等を向上させる継続的な取り組

みの推進 

・県道春日井稲沢線と鴨田川右岸道路との

交差点新設を検討 

２－７－③ 

沿道環境の改善 

・国道管理者と連携し、国道22号線沿線の

必要箇所に遮音壁を設置 

・国道や県道管理者と連携し、必要に応じ

て設置箇所を検討 

 

 

参 考 指 標 基準値（H21） 現状値（H25） 目標値（H29） 

道路維持管理事業・修繕費 １２１，５９９ 千円 ８６，３２２ 千円 ― 

道路維持管理事業・草刈費 ２８，２１０ 千円 ３３，７４７ 千円 ― 

高田寺久地野線の整備率 ２０．９ ％ ３９．１ ％ (H30)１００．０ ％ 

豊山西春線の整備率 ― ３６．０ ％ (H31)１００．０ ％ 

２－７ 幹線道路 

安全性、快適性、利便性に優れた交通機能を強化するため、整備の遅れ

ている幹線道路の整備を早急に進め、高速道路や都心部への交通アクセス

機能を高めます。 

基
本
方
針 
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２－７－① 幹線道路網の整備 

 

事 業 № 81 コード 2-7-①-1     

名   称 都市計画道路整備事業 所 管 建設部 都市整備課 

概 要 等 安全快適な道路交通機能の確保と安全な市街地形成を担う幹線道路網の整備を行います。 

事 業 費  ８６９，８６０ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・用地取得 

・物件補償 

・用地取得 

・物件補償 

・道路整備工事 

・用地取得 

・物件補償 

・道路整備工事 

 

２－７－③ 沿道環境の改善 

 

事 業 № 82 コード 2-7-③-1     

名   称 道路維持管理事業 所 管 建設部 施設管理課 

概 要 等 
市道の安全性を確保するために、道路ストックの総点検を実施するとともに、橋梁の長寿

命化を図ります。また、道路修繕工事等により適正な維持管理に努めます。 

事 業 費  ６５５，６２２ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・橋梁長寿命化対策工事 

・道路修繕工事 

・植樹帯維持管理 

・境界立会 

・橋梁長寿命化対策工事 

・道路修繕工事 

・植樹帯維持管理 

・境界立会 

・橋梁長寿命化対策工事 

・道路修繕工事 

・植樹帯維持管理 

・境界立会 
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主 要 施 策 これまでの主な取組 今後の取組予定 

２－８－① 

市内バスの運行 

・駅、公共施設、病院、商業施設などと居

住地域を結ぶ循環バスを運行 

・通勤・通学者を対象に名鉄西春駅と居住

地域を結ぶ路線バスを運行 

・平成２５年に利用者増を図るため路線等

を改定 

・各月におけるバス停、路線等の利用状況

を検証 

・地域公共交通会議の開催 

・利用状況の検証結果をもとに継続的な路

線等の最適化を実施 

・近隣市町村との公共交通連携の検討 

 

 

２－８－① 市内バスの運行 

 

事 業 № 83 コード 2-8-①-1     

名   称 市内循環バス運行事業 所 管 防災環境部 防災交通課 

概 要 等 

通勤・通学者と高齢者等の交通弱者に対する市内の移動手段を確保するため、北名古屋市

内循環バス「きたバス」により、公共施設、医療機関、商業施設等や駅を経由しながら運行

します。 

事 業 費  ２０２，５８５ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・市内循環バス業務委託 ・市内循環バス業務委託 ・市内循環バス業務委託 

 

参 考 指 標 基準値（H21） 現状値（H25） 目標値（H29） 

きたバス利用客数 １４５，０８９ 人 １７４，６３０ 人 １８０，０００ 人 

２－８ 公共交通 

利便性の高い公共バスサービスの提供や鉄道の利用を促進することによ

り、交通弱者の移動手段の確保や、自家用車への依存度を低減し、温室効

果ガスの排出量を抑制します。 

基
本
方
針 



79 
 



80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

主 要 施 策 これまでの主な取組 今後の取組予定 

２－９－① 

良質な上水の安

定的供給 

・北名古屋水道企業団と円滑な協議の実施 

・名古屋市上下水道局へ水源負担金を負担 

・下水道管布設時の水道管移設補償を実施 

・継続的な上水の安定的供給を推進 

・老朽化した上水道施設を効率よく計画的

に更新 

・早期復旧が可能な管路のネットワーク化

と施設の耐震化を推進 

２－９－② 

下水道の整備 

・公共下水道(汚水)の整備 

・愛知県が整備する新川流域下水道の建設

負担金 

・汚水管きょの整備による、下水道普及率

の向上 

・県が整備する新川東部浄化センター及び

幹線管きょの建設費用を負担し、事業の

効率化を推進 

２－９－③ 

下水道への切り

替えの促進 

・接続勧奨業務の実施 

・水洗便所改造資金等融資あっせん及び利

子補給制度の実施 

・民間事業者に接続勧奨業務を委託 

・下水道への接続に向けて個別訪問の拡充

などを積極的に実施 

・下水道への切り替え工事への支援の充実 

 

 

参 考 指 標 基準値（H21） 現状値（H25） 目標値（H29） 

下水道整備面積 ３１８．７ ha ３９１．１ ha （Ｈ２８）５１３ ha 

下水道普及率 ２４．２ ％ ３７．５ ％ （Ｈ２８）４５ ％ 

下水道水洗化率 ４８．１ ％ ６５．１ ％ （Ｈ２８）７５ ％ 

流域下水道周辺対策工事進捗率 ７４．７ ％ １００．０ ％ (H24)１００．０％ 

融資あっせん件数（のべ） １１ 件 １２ 件 ― 

排水設備指定業者数 １２３ 件 １５５ 件 ― 

２－９ 上水道・下水道（汚水） 

上水道は、社会情勢などの変化に対応した長期的展望のもとに安定的供

給をめざします。また、下水道の整備により、汚水を適正に処理し、衛生

的かつ都市的な生活環境を実現するとともに、河川などの公共用水域の水

質を改善します。 

基
本
方
針 
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２－９－② 下水道の整備 

 

事 業 № 84 コード 2-9-②-1     

名   称 公共下水道（汚水）整備事業 所 管 建設部 下水道課 

概 要 等 市街化区域内（約１，１７５ｈａ）のうち、下水道事業計画区域の早期整備を推進します。 

事 業 費  ４，４５０，３００ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・管きょ布設工事 

・占用物件移転補償 

・実施設計 

・公共汚水ます、取付管設置

工事 

・汚水適正処理構想の見直し 

・管きょ布設工事 

・占用物件移転補償 

・実施設計 

・公共汚水ます、取付管設置

工事 

・管きょ布設工事 

・占用物件移転補償 

・事業許可変更 

・公共汚水ます、取付管設置

工事 

 

 

事 業 № 85 コード 2-9-②-2     

名   称 流域下水道整備事業 所 管 建設部 下水道課 

概 要 等 
愛知県が設置する新川東部浄化センター及び幹線管きょの建設費用を北名古屋市と豊山町

で負担し、建設事業の効率化を図ります。 

事 業 費  ３５，５００ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・新川流域下水道(新川東部処

理区)建設事業負担金 

・新川流域下水道(新川東部処

理区)建設事業負担金 

・新川流域下水道(新川東部処

理区)建設事業負担金 

 

 

事 業 № 86 コード 2-9-②-3     

名   称 下水道（流域）維持管理事業 所 管 建設部 下水道課 

概 要 等 
愛知県が新川東部浄化センターで行う汚水の処理費用を関連市町で負担し、汚水処理の効

率化を図ります。 

事 業 費  ８６５，６４６ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・新川流域下水道(新川東部処

理区)維持管理費負担金 

・特定排水資本費負担金 

・新川流域下水道(新川東部処

理区)維持管理費負担金 

・特定排水資本費負担金 

・新川流域下水道(新川東部処

理区)維持管理費負担金 

・特定排水資本費負担金 
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２－９－③ 下水道への切り替えの促進 

 

事 業 № 87 コード 2-9-③-1     

名   称 下水道事務費 所 管 建設部 下水道課 

概 要 等 
下水道への未接続家屋に対して戸別訪問による接続勧奨を行い、下水道に対する理解を深

めてもらうとともに、接続率の向上を図ります。 

事 業 費  ２４，０００ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・接続勧奨業務 ・接続勧奨業務 ・接続勧奨業務 

 

 



83 
 

 

 

３ 環境にやさしいうるおいのあるまちづくり 

 

自立と協働の 

まちづくり 

創造的で 

活力ある 

まちづくり 

豊かな心を育み 

文化の薫る 

まちづくり 

「
健
康
快
適
都
市
」
～
誰
も
が
安
全
・
安
心
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
～ 

健康で 

生きがいを持って

暮らせる 

まちづくり 

安全・安心で 

利便性の高い 

まちづくり 

3-1 公園・緑地・緑化 

3-2 景 観 

3-3 環 境 

環境にやさしい 

うるおいのある 

まちづくり 
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主 要 施 策 これまでの主な取組 今後の取組予定 

３－１－① 

公園緑地の整備 

・緑の基本計画を策定し、公園や緑地の整

備を実施 

・鹿田第１公園など、街区公園の位置や規

模、手法等を検討し、整備を実施 

・河川の水辺を活かした親水公園として、

薬師寺地区に水辺公園を整備 

・もえの丘にビオトープなどの緑地を整備 

・街区公園の整備に合わせて、地元の合意

を得ながら、児童遊園の統廃合を推進 

・（仮称）鹿田中央公園の整備を推進 

・五条川プロムナード徳重地区の整備を推

進 

・河川改修と連携して、遊歩道や親水公園

の整備を河川管理者と調整 

３－１－② 

公共空間におけ

る植栽の推進 

・都市計画道路の整備にあわせ街路樹を植

栽 

・西春駅西口駅前広場の整備に合わせて樹

木や花を植栽 

・歩道の整備に合わせて、継続的に街路樹

を植栽 

３－１－③ 

市街地における

農地や緑地の保

全 

・農地の保全のため生産緑地地区を指定 

・市指定文化財記念物として樹木を登録 

・指定されている生産緑地地区を保全 

・保存樹の指定を検討 

３－１－④ 

 市民による植栽

や緑化活動の活

性化 

・市民の緑化活動や二酸化炭素削減を目的

とした緑のカーテンコンテストの実施 

・市民団体や民間事業者により公園等を維

持管理するアダプトプログラムの実施 

・市民協働による公園の植栽の維持管理の

実施 

・アダプトプログラム制度の活用による公

共空間の緑化の推進 

 

 

参 考 指 標 基準値（H21） 現状値（H25） 目標値（H29） 

都市公園（１５箇所）の遊具修繕額 ６，３８７ 千円 ５，６１９ 千円 ― 

児童遊園（９１箇所）の修繕額 ６，７３４ 千円 ８，９２１ 千円 ― 

街路樹本数 (H23)１，０５９ 本 １，２２６ 本 ― 

市民一人あたりの公園面積 ０．４ ㎡ ０．４ ㎡ １．０ ㎡ 

生産緑地面積 ２０．８ ｈａ １９．８ ｈａ ― 

３－１ 公園・緑地・緑化 

魅力ある公園や緑地の整備を計画的に進めるとともに、道路、学校など

公共施設の緑化に努め、緑豊かな都市をつくります。 

基
本
方
針 
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３－１－① 公園緑地の整備 

 

事 業 № 88 コード 3-1-①-1     

名   称 緑地・公園整備事業 所 管 建設部 都市整備課 

概 要 等 
市民のレクリエーション活動の場の確保、環境の保全及び景観の形成等の観点から都市の

健全な発展と活動のため整備を図ります。 

事 業 費  ７４１，９００ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・基本設計（鹿田中央公園） 

・整備工事（鹿田坂巻公園、

九之坪長堀児童遊園） 

・実施設計（五条川プロム

ナード徳重地区） 

・用地買収（鹿田中央公園） 

・整備工事（鹿田坂巻公園、

五条川プロムナード徳重地

区） 

・用地買収（鹿田中央公園） 

・整備工事（鹿田坂巻公園、

五条川プロムナード徳重地

区） 

 

 

事 業 № 89 コード 3-1-①-2     

名   称 都市公園維持管理事業 所 管 建設部 施設管理課 

概 要 等 
市民の憩いの場所である都市公園を、安全に利用できるよう遊具の維持補修や清掃等を実

施します。 

事 業 費  １１８，５００ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・樹木管理 

・清掃業務 

・施設補修工事 

・樹木管理 

・清掃業務 

・施設補修工事 

・樹木管理 

・清掃業務 

・施設補修工事 

 

 

事 業 № 90 コード 3-1-①-3     

名   称 児童遊園維持管理事業 
所 

管 
建設部 施設管理課 

概 要 等 
子どもが安全に遊ぶことができる場所である児童遊園を、安全に利用できるよう遊具の維

持補修や清掃等を実施します。 

事 業 費  １７８，０５０ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・児童遊園管理 

・施設補修工事 

・児童遊園管理 

・施設補修工事 

・児童遊園管理 

・施設補修工事 
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主 要 施 策 これまでの主な取組 今後の取組予定 

３－２－① 

景観形成の策定

方針 

・緑の基本計画を策定し、景観形成機能に

関する解析を実施 

・緑の基本計画に基づき、継続的な景観形

成を推進 

３－２－② 

良好な街並みの

形成 

・電柱などに貼られたはり紙などの撤去 

・西春駅西線及び駅前広場の整備 

・水辺の回廊や文化の回廊など、個性豊か

な街並み空間づくりを推進 

３－２－③ 

田園風景の保全 

・違反（無断）転用の抑止のため農業委員

の農地パトロールを実施 

・未耕作地の農地への回復 

・農業委員会の適切な運営による乱開発防

止の推進 

 

 

参 考 指 標 基準値（H21） 現状値（H25） 目標値（H29） 

はり紙の除去件数 (H22)１，０２２ 件 １３５ 件 ― 

はり札の除去件数 (H22)１０ 件 ３０ 件 ― 

屋外広告物申請件数・許可件数 ３３ 件 ４４ 件 ― 

薬師寺地区地域交流拠点の整備面積 １，５６０ ㎡ (H24)２，７１３ ㎡ (H24)２，７１３ ㎡ 

徳重地区地域交流拠点の整備面積 ０ ㎡ ０ ㎡ ５，４００ ㎡ 

鍜治ケ一色地区交流拠点の整備面積 ０ ㎡ ０ ㎡ ９，０００ ㎡ 

プロムナード（遊歩道）の整備面積 ０ ㎡ １４０ ㎡ ４，８００ ㎡ 

彫刻・モニュメント設置数 ５２ 基 ５６ 基 ６２ 基 

３－２ 景 観 

市街化区域では、景観の保全、育成、創造の３つの観点から個性豊かな

市街地を形成します。また、市街化調整区域では、うるおいのある田園風

景を保全します。 

基
本
方
針 
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３－２－② 良好な街並みの形成 

 

事 業 № 91 コード 3-2-②-1     

名   称 彫刻・モニュメント設置事業 所 管 総務部 経営企画課 

概 要 等 
西春駅東側の展示スペースに、名古屋芸術大学の学生作品を定期的に入れ替えて設置しま

す。 

事 業 費  ６００ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・彫刻・モニュメント展示 

（学生作品） 

・彫刻・モニュメント展示 

（学生作品） 

・彫刻・モニュメント展示 

（学生作品） 
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主 要 施 策 これまでの主な取組 今後の取組予定 

３－３－① 

環境保全の実践 

・環境基本計画及び地球温暖化対策実行計

画（事務事業編）の策定 

・住宅用太陽光発電システムの設置に補助

金を交付 

・ごみゼロ運動や地域の清掃活動を支援 

・出前講座、エコクッキングの開催 

・環境基本計画の見直し及び地球温暖化対

策実行計画（区域施策編）の策定 

・太陽光発電をはじめとした再生可能エネ

ルギーの利用促進 

・ごみゼロ運動などの地域を中心とした清

掃活動の継続 

・出前講座の内容充実 

３－３－② 

ごみ収集・処理

の充実 

・リサイクルの推進により、最終処分場の

搬入量を抑制 

・資源集積所管理台帳を作成し、集積所看

板等の更新を行うなど適正に管理 

・ごみ処理の広域化を推進するため、名古

屋市と連携し、ごみ処理を実施する協定

を締結 

・分別収集を拡充し、使用済小型家電の回

収事業を実施 

・ごみの分別を徹底し、ごみ減量を推進 

・ごみ処理の有料化について、他市町の実

施状況を踏まえ検討 

・北名古屋衛生組合の環境美化センターを

解体し、名古屋市の新工場を建設 

３－３－③ 

産業活動に伴う

廃棄物の適正処

理 

・企業に対し、緑のカーテンの取り組みに

ついて商工会を通じて啓発 

・愛知県と連携を図り事業所を訪問し、ご

みの適正な分別や処理について指導. 

・資源の循環的利用やエネルギーの効率的

利用を促進 

・引き続き事業系一般廃棄物への分別指導

と産業廃棄物の適正処理の啓発 

３－３－④ 

 衛生的で快適な

生活環境の形成 

・苦情原因者に随時指導 

・環境基準を達成するため、家庭や工場・

事業所への指導を徹底 

・浄化槽の適正な管理について広報やホー

ムページにより周知 

・浄化槽の適正管理の啓発 

・引き続き家庭や工場・事業所への指導を

徹底 

・広域による火葬場整備を検討 

 

参 考 指 標 基準値（H21） 現状値（H25） 目標値（H29） 

太陽光発電設置世帯数（のべ） １２２ 戸 ７８２ 戸 (H32)１，０００戸 

レジ袋削減率 ８０ ％ ８５ ％ ９０ ％ 

市民１人１日あたり家庭系ごみ排出量 ５７６ ｇ ５６６ ｇ （H33）５３２ ｇ 

１日あたり事業系ごみ排出量 １６．０ ｔ １２．４ ｔ (H33)１４．７ ｔ 

市民１人１日あたり資源量 ２０２ ｇ １６６．９ ｇ （H33）２４５ ｇ 

３－３ 環 境 

市民、企業、行政の協働により、環境負荷が少なく、自然環境の恩恵に

あずかる市民生活を実現するため、循環型社会への転換をめざします。 

基
本
方
針 



89 
 

 

３－３－① 環境保全の実践 

 

事 業 № 92 コード 3-3-①-1     

名   称 環境保全対策事業 所 管 防災環境部 環境課 

概 要 等 住宅用太陽光発電システムを設置する市民に補助金を交付します。 

事 業 費  ３８，４００ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・補助金交付 ・補助金交付 ・補助金交付 

 

３－３－② ごみ収集・処理の充実 

 

事 業 № 93 コード 3-3-②-1     

名   称 北名古屋ごみ焼却工場建設準備事業 所 管 
防災環境部 

清掃工場建設準備室 

概 要 等 
第２次愛知県ごみ焼却処理広域化計画に基づき、名古屋市、北名古屋市、豊山町及び北名

古屋衛生組合の共同で、新たな清掃工場建設事業を実施します。 

事 業 費  （北名古屋衛生組合及び名古屋市による事業） 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・現有施設の解体 

（北名古屋衛生組合） 

・現有施設の解体 

（北名古屋衛生組合） 

・新工場建設工事（名古屋市） 

・新工場建設工事（名古屋市） 

 

 

事 業 № 94 コード 3-3-②-2     

名   称 清掃事務費 所 管 防災環境部 環境課 

概 要 等 

市内で排出される一般廃棄物を適正に処理するため、名古屋市へ委託します。また、北名

古屋衛生組合が実施する灰処理、新たな清掃工場建設に係る美化センター解体工事の一部を

負担します。 

事 業 費  ２，５０９，４９３ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・北名古屋衛生組合負担金 

・ごみ処理委託 

・北名古屋衛生組合負担金 

・ごみ処理委託 

・北名古屋衛生組合負担金 

・ごみ処理委託 
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事 業 № 95 コード 3-3-②-3     

名   称 資源分別収集事業 所 管 防災環境部 環境課 

概 要 等 家庭で分別され排出される資源を収集します。 

事 業 費  ７７０，５９９ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・プラスチック製容器包装収

集、袋作製 

・資源分別収集業務 

・常設資源集積所管理業務 

・プラスチック製容器包装収

集、袋作製 

・資源分別収集業務 

・常設資源集積所管理業務 

・プラスチック製容器包装収

集、袋作製 

・資源分別収集業務 

・常設資源集積所管理業務 

 

 

事 業 № 96 コード 3-3-②-4     

名   称 資源分別収集事業（補助金） 所 管 防災環境部 環境課 

概 要 等 資源集積所を管理する自治会及び集団回収を行う登録団体へ補助金を交付します。 

事 業 費  ７８，０００ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・リサイクル分別収集補助金 

・資源集団回収補助金 

・リサイクル分別収集補助金 

・資源集団回収補助金 

・リサイクル分別収集補助金 

・資源集団回収補助金 

 

３－３－④ 衛生的で快適な生活環境の形成 

 

事 業 № 97 コード 3-3-④-1     

名   称 し尿・浄化槽事業（負担金） 所 管 防災環境部 環境課 

概 要 等 
市内より排出されるし尿及び浄化槽汚泥を適正に処理するため、鴨田エコパークで行うし

尿及び浄化槽汚泥の処理に係る経費の一部を負担します。 

事 業 費  １，２２０，７９２ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・北名古屋衛生組合（鴨田エ

コパーク）負担金 

・北名古屋衛生組合（鴨田エ

コパーク）負担金 

・北名古屋衛生組合（鴨田エ

コパーク）負担金 
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事 業 № 98 コード 3-3-④-2     

名   称 し尿・浄化槽事業 所 管 防災環境部 環境課 

概 要 等 市内より排出されるし尿を適正に収集し、鴨田エコパークへ搬入します。 

事 業 費  ６４，９７９ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・し尿処理業務委託 

・し尿券取扱業務委託 

・し尿処理業務委託 

・し尿券取扱業務委託 

・し尿処理業務委託 

・し尿券取扱業務委託 
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４ 創造的で活力あるまちづくり 

 

自立と協働の 

まちづくり 

創造的で 

活力ある 

まちづくり 

豊かな心を育み 

文化の薫る 

まちづくり 

「
健
康
快
適
都
市
」
～
誰
も
が
安
全
・
安
心
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
～ 

健康で 

生きがいを持って

暮らせる 

まちづくり 

安全・安心で 

利便性の高い 

まちづくり 

4-1 農 業 

4-2 商業・サービス業 

4-3 工 業 

環境にやさしい 

うるおいのある 

まちづくり 
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主 要 施 策 これまでの主な取組 今後の取組予定 

４－１－① 

農業にふれあう

機会の拡大 

・レジャー農園（４７か所８０３区画）を

開設 

・市内農家が生産した野菜の一部を給食セ

ンターで活用 

・市内企業と連携して地元産農産物の産直

販売を実施 

・農業塾をとおして、有機栽培による野菜

作りの支援を実施 

・既存のレジャー農園の環境整備により土

と親しむ機会を推進 

・市内の生産農家の地産地消への参入を促

進 

・遊休農地をレジャー農園や花畑に活用す

ることに対して支援 

・生ごみ堆肥を利用して有機野菜を作るな

ど、消費者ニーズに応える個性ある生産

者を育成 

４－１－② 

農業経営基盤の

整備 

・農業用水路整備のため、国営事業や木津

用水路整備事業に対し負担金を支出 

・事業の進捗を県等へ要望し、生活雑排水

の流入を防止 

４－１－③ 

農業後継者の確

保と育成 

・認定農業者を始めとする新たな農業の担

い手を、農業団体などと協力して育成 

・農業団体などと協力して、未耕作地等の

利用の促進と農地の保全を実施 

・特定法人への遊休農地の貸付を推進 

４－１－④ 

 ブランド力の高

い農産物育成 

・農業塾をとおして、無農薬による安心、

安全な野菜作りの支援を実施 

・農業塾を継続し、有機農業者の育成によ

り、ブランド農産物作りの基礎を醸成 

・減農薬栽培や有機栽培など、自然と環境

に配慮した農業を促進 

・農産物のブランド力を高めるため、農業

者と地元飲食店や産直販売所との連携を

促進 

 

 

参 考 指 標 基準値（H21） 現状値（H25） 目標値（H29） 

レジャー農園区画数 ８３８ 区画 ８０３ 区画 ― 

レジャー農園利用率 １００ ％ １００ ％ １００ ％ 

農業塾の受講者累計 ― ８１ 人 １６０ 人 

４－１ 農 業 

本市の豊かな田園風景を形成している優良農地の保全に努めるととも

に、都市近郊型農業を推進します。 

基
本
方
針 
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４－１－② 農業経営基盤の整備 

 

事 業 № 99 コード 4-1-②-1     

名   称 県営土地改良事業（負担金） 所 管 建設部 商工農政課 

概 要 等 
木津用水土地改良区域の合瀬川水系における幹線用水路を、愛知県が用排水分離のために

パイプライン化して農業用水の水質保全を図る事業に対して負担します。 

事 業 費  １８，３５７ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・水質保全対策事業負担金 ・水質保全対策事業負担金 ・水質保全対策事業負担金 

 

 

事 業 № 100 コード 4-1-②-2     

名   称 木津用水土地改良区事業（負担金） 所 管 建設部 商工農政課 

概 要 等 
木津用水土地改良区域の合瀬川水系における支線の既設用水施設（パイプライン等）を、

土地改良区が補修工事により長寿命化を図る事業に対して負担します。 

事 業 費  ２２，９８６ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・合瀬川二期工事 ・合瀬川二期工事 ・合瀬川二期工事 

 

 

事 業 № 101 コード 4-1-②-3     

名   称 農業用施設修繕事業 所 管 建設部 商工農政課 

概 要 等 農業用水の適正管理を図るため、農業用施設の整備改修を実施します。 

事 業 費  １１２，１００ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・土地改良施設維持管理適正

化事業(３９期生) 

・緊急農地防災事業 

・緊急農地防災事業 

 

・緊急農地防災事業 
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主 要 施 策 これまでの主な取組 今後の取組予定 

４－２－① 

新規事業者の育

成と経営基盤の

強化 

・魅力ある商店街づくりに向け、商工会の

企画事業を支援 

・株式会社商工組合中央金庫名古屋支店に

預託し、中小商工業者の経営安定化策を

実施 

・中小商工業者の経営安定を図るため、引

き続き、借り入れに伴う経費負担を軽減

するための支援 

・創業や経営革新を図るため、継続的に商

工会を支援 

４－２－② 

商店街の魅力向

上 

・西春駅前商店街協同組合への楽市などの

催事に支援 

・北名古屋市カード事業協同組合に支援を

実施 

・商店街の活性化、魅力ある商店街づくり

を促進 

・商業団体が実施する事業に対し引き続き

支援 

・商店街の空き店舗の活用を検討 

４－２－③ 

消費者生活情報

の提供と相談体

制の充実 

・相談日を週2回に拡大し、相談できる機

会を充実 

・具体的なトラブルを広報に掲載し、情報

提供を実施 

・消費生活相談の対応を、スムーズに行う

ための体制を充実 

４－２－④ 

 雇用機会の確保 

・地域職業相談室で求人情報を提供し雇用

の安定化を実施 

・北名古屋市社会福祉協議会本部２階へ地

域職業相談室を移転 

・求人情報の提供、職業相談及び職業紹介

等を引き続き実施 

 

参 考 指 標 基準値（H21） 現状値（H25） 目標値（H29） 

商工会イベント（商工祭）来場者数 １０，０００ 人 １２，０００ 人 １２，０００ 人 

商工祭出店事業者 ４０ 件 ６１ 件 ６０ 件 

商工業者の商工会会員組織率 ５２．６ ％ ５２．６ ％ ５４．０ ％ 

商業団体補助金額 ４５，８９０ 千円 ６０，５２６ 千円 ― 

信用保証料補助金決定件数 ２３４ 件 １４２ 件 ― 

地域職業相談室来室者数 ３３，４３０ 人 ２１，２９０ 人 ― 

消費者相談件数 ５０ 件 ４６ 件 ― 

４－２ 商業・サービス業 

地域密着型の商業やサービス業を育成し、魅力ある商店街の形成を図り、

まちのにぎわいの創出、暮らしの利便性の向上やコミュニティの活性化を

図ります。 

基
本
方
針 
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４－２－① 新規事業者の育成と経営基盤の強化 

 

事 業 № 102 コード 4-2-①-1     

名   称 金融対策事業 所 管 建設部 商工農政課 

概 要 等 
愛知県信用保証協会や株式会社日本政策金融公庫名古屋支店に対して、融資を受けた場合

の信用保証料及び利子を補助するとともに、市内の指定金融機関に預託します。 

事 業 費  ４８９，５４６ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・補助金交付・預託金 ・補助金交付・預託金 ・補助金交付・預託金 

 

４－２－② 商店街の魅力向上 

 

事 業 № 103 コード 4-2-②-1     

名   称 商業団体等補助事業 所 管 
建設部 商工農政課 

企業対策課 

概 要 等 小規模事業者の育成等に関して、商業団体が実施する事業に対し補助金を交付します。 

事 業 費  １４１，８５５ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・補助金交付 ・補助金交付 ・補助金交付 

 

４－２－④ 雇用機会の確保 

 

事 業 № 104 コード 4-2-④-1     

名   称 労働対策事業 所 管 建設部 商工農政課 

概 要 等 勤労者の生活資金及び住宅資金等の融資制度に対し、東海労働金庫に預託を行います。 

事 業 費  ２８，１３０ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・預託金の負担 ・預託金の負担 ・預託金の負担 

 

事 業 № 105 コード 4-2-④-2     

名   称 雇用対策事業 所 管 建設部 商工農政課 

概 要 等 公共職業能力開発施設等での再就職に必要な技能訓練に対し、経費の一部を助成します。 

事 業 費  ５，４１２ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・助成金交付 ・助成金交付 ・助成金交付 
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主 要 施 策 これまでの主な取組 今後の取組予定 

４－３－① 

適正な企業立地

の誘導 

・沖村西部地区を「開発を優先的に推進す

る区域」に位置づけ企業等へ PR を実施 

・企業立地戦略ビジョンを策定し、企業立

地促進条例を施行 

・小型ジェット旅客機（MRJ）の量産化を

見据え、航空機関連企業への訪問を強化 

・新たな雇用創出につながる企業の誘致 

４－３－② 

既存産業の活性

化 

・愛知県信用保証協会及び株式会社商工組

合中央金庫名古屋支店に預託し、融資を

実施 

・企業立地戦略ビジョンを策定し、企業立

地促進条例を施行 

・中小企業の経営安定化や合理化など経営

基盤の強化を図るため、融資制度を充実 

・既存企業の市内再投資の拡大による流出

の防止 

 

 

 

４－３－① 適正な企業立地の誘導 

 

事 業 № 106 コード 4-３-①-1     

名   称 産業立地促進事業 所 管 建設部 企業対策課 

概 要 等 企業立地の促進、既存企業の流出防止及び雇用の拡大を図ります。 

事 業 費  ９１，４２６ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・高度先端産業立地促進奨励

金・企業立地促進奨励金 

・高度先端産業立地促進奨励

金・企業立地促進奨励金 

・企業誘致促進トップセール

ス事業 

・高度先端産業立地促進奨励

金・企業立地促進奨励金 

・企業誘致促進トップセール

ス事業 

 

参 考 指 標 基準値（H21） 現状値（H25） 目標値（H29） 

年間企業訪問数 ２２ 件 ２６５ 件 ３００ 件 

新規企業の立地件数（のべ） ０ 件 ０ 件 ３ 件 

既存企業の拡大件数（のべ） ０ 件 ９ 件 １５ 件 

高度先端産業立地促進奨励事業（のべ） ０ 件 １ 件 ２ 件 

企業立地促進奨励事業（のべ） 

※平成２４年４月施行 
― １７ 件 ２５ 件 

４－３ 工 業 

多様な雇用や都市経営資源の安定的な確保をめざし、地理的な利点を活

かした新たな企業立地を促すとともに、既存産業の活性化に努めます。 

基
本
方
針 
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５ 豊かな心を育み文化の薫るまちづくり 

 

自立と協働の 

まちづくり 

安全・安心で 

利便性の高い 

まちづくり 

環境にやさしい 

うるおいのある 

まちづくり 

創造的で 

活力ある 

まちづくり 

豊かな心を育み 

文化の薫る 

まちづくり 

「
健
康
快
適
都
市
」
～
誰
も
が
安
全
・
安
心
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
～ 

健康で 

生きがいを持って

暮らせる 

まちづくり 

5-1 学校教育 

5-2 生涯学習・青少年育成 

5-4 文化・芸術 

5-5 男女共同参画 

5-3 スポーツ・レクリエーション  
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主 要 施 策 これまでの主な取組 今後の取組予定 

５－１－① 

教育内容の充実 

・学習活動上のサポートのため特別支援員

を配置 

・外国語指導助手（ＡＬＴ）を９人に増員 

・地域参加型の学校経営への移行 

・一流のスポーツ選手や文化芸術に触れる

機会を提供 

・語学力・コミュニケーション能力、異文

化理解の定着 

５－１－② 

個に応じた指導

の充実 

・個別の状況に応じた教育支援のため、放

課後や土曜日にホリデー教室を実施 

・きめ細かな指導のため、愛知県からの加

配３５人に加え、市講師３４人を採用 

・一人ひとりの能力を伸ばすため、子ども

の成長に応じた柔軟な教育システム等を

構築 

・不登校の子ども等の教育機会の確保 

５－１－③ 

 学校教育施設・

設備の整備充実 

・平成２３年度に全小中学校耐震改修工事

完了 

・平成２６年度に全小中学校への防犯カメ

ラの設置完了 

・学校環境の改善のため、全小中学校に空

調機を設置 

・無理のない効率的な校舎改修計画を策定

し、改修を実施 

５－１－④ 

 教育プランの策

定 

・平成２６年２月に北名古屋教育推進ス

キームを策定 

・北名古屋市教育推進スキームの実践 

・コミュニティ・スクールの充実・強化 

５－１－⑤ 

 学校給食の充実 

・平成２７年９月の供用開始に向け新給食

センターを建設中 

・地元農産物を献立に採用 

・地元農産物を使った給食の推進 

・保育園・学校における農園の整備・充実 

 

５－１－⑥ 

 教職員の資質向

上 

・講師研修の実施 

・ＩＣＴ機器研修の実施 

 

・少経験教師へのグループ研修による指導

力の充実・強化 

・現職教育研修の充実・強化 

 

 

参 考 指 標 基準値（H21） 現状値（H25） 目標値（H29） 

学校が楽しいと感じる児童の割合(小６) ８９ ％ ９０ ％ ９０ ％ 

学校が楽しいと感じる生徒の割合(中３) ８２ ％ ８４ ％ ９０ ％ 

外国語活動総時間数（小学校） ８２９ 時間 ９５６ 時間 ― 

特別支援員数 ８ 人 １６ 人 ― 

ICT活用指導能力を有する教員の割合 ６９ ％ ９７ ％ １００ ％ 

５－１ 学校教育 

社会で役立つ、豊かな人間性や社会性を身に付けた子どもたちを育成し

ます。 

基
本
方
針 
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５－１－① 教育内容の充実 

 

事 業 № 107 コード 5-１-①-1     

名   称 市民協働による学び支援推進事業 所 管 
教育部 学校教育課 

生涯学習課 

概 要 等 
地域住民・保護者等が、学校運営に参画する学校運営協議会を設け、地域に開かれ、地域

に支えられる学校づくりをめざします。 

事 業 費  ２６，４５７ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・小学校１０校に学校運営協

議会を設置 

・中学校６校に学校運営協議

会推進委員会を設置 

・地域コーディネーター設置 

・全小中学校に学校運営協議

会を設置 

・地域コーディネーター設置 

・全小中学校に学校運営協議

会を設置 

・地域コーディネーター設置 

 

 

事 業 № 108 コード 5-１-①-2     

名   称 外国語指導事業 所 管 教育部 学校教育課 

概 要 等 

外国語指導助手（ＡＬＴ）の配置により、中学生の言語や文化の理解を深め、小学５・６

年生のコミュニケーション能力の育成を図ります。また、小学３・４年生に対しては、外国

の生活や文化などに慣れ親しむ体験的な学習活動を行います。 

事 業 費  １２５，６９６ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・外国語指導講師配置（小学

校３人、中学校６人） 

・英語検定（小６・中３） 

・外国語指導講師配置（小学

校３人、中学校６人） 

・英語検定（小６・中３） 

・外国語指導講師配置（小学

校３人、中学校６人） 

・英語検定（小６・中３） 

 

 

事 業 № 109 コード 5-１-①-3     

名   称 特別支援事業 
所 

管 
教育部 学校教育課 

概 要 等 

障害を有する児童・生徒やＡＤＨＤ（注意欠陥・多動性障害）・高機能自閉症等の状態を示

す児童・生徒に対して、「特別支援員」を配置し、学校生活上の介助や学習支援、安全確保等

学習活動上のサポートを行います。 

事 業 費  ６７，１８２ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・特別支援員を１５人配置 ・特別支援員を１５人配置 ・特別支援員を１５人配置 
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事 業 № 110 コード 5-１-①-4     

名   称 小・中学校副読本購入事業 所 管 教育部 学校教育課 

概 要 等 
学習効果をより高めるために、学習指導要領の趣旨を活かした副読本を全児童・生徒に配

付します。 

事 業 費  ６２，８８５ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・副読本の購入 ・副読本の購入 ・副読本の購入 

 

 

事 業 № 111 コード 5-１-①-5     

名   称 私立高等学校等就学助成事業 所 管 教育部 学校教育課 

概 要 等 私立高等学校等に在学する生徒を有する世帯に対し、助成金を交付します。 

事 業 費  ２５，０９３ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・助成金の交付 ・助成金の交付 ・助成金の交付 

 

５－１－② 個に応じた指導の充実 

 

事 業 № 112 コード 5-１-②-1     

名   称 学び支援事業 所 管 教育部 学校教育課 

概 要 等 
非常勤講師の配置を始め、教師への各種研修会や学校休日等を利用したアフタースクール

教室を実施します。 

事 業 費  ３１６，７３４ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・非常勤講師配置 

・教師対象研修会開催 

・アフタースクール教室 

・非常勤講師配置 

・教師対象研修会開催 

・アフタースクール教室 

・非常勤講師配置 

・教師対象研修会開催 

・アフタースクール教室 
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事 業 № 113 コード 5-１-②-2     

名   称 教育相談活動推進事業 所 管 教育部 学校教育課 

概 要 等 
学校教育に関するさまざまな悩みや疑問をもつ児童生徒や保護者に、専門的な視点から指

導・助言を行い、不登校や問題行動の解決・防止に努めます。 

事 業 費  ５４，０２７ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・教育支援センターの運営 

・スクールカウンセラー設置 

・教育支援センターの運営 

・スクールカウンセラー設置 

・教育支援センターの運営 

・スクールカウンセラー設置 

 

５－１－③ 学校教育施設・設備の整備充実 

 

事 業 № 114 コード 5-１-③-1     

名   称 校舎整備計画 所 管 教育部 学校教育課 

概 要 等 
老朽化した学校施設を計画的に改修することで、経費削減や工期短縮、施設の長寿命化を

図るとともに、快適な教育環境をめざします。 

事 業 費  ２，３１３，２０５ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・空調機整備工事 

・体育館天井撤去工事 

・体育館大規模改修工事 

・小規模整備工事 

・空調機整備工事 

・小規模整備工事 

・小規模整備工事 

 

 

事 業 № 115 コード 5-１-③-2     

名   称 ⅠＴ教育支援等事業 所 管 教育部 学校教育課 

概 要 等 情報教育の学習及び学校運営に必要となる機器、環境の整備、維持管理をします。 

事 業 費  ６４９，９８０ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・ICT 新システム構築 

・情報機器整備、維持管理 

・ヘルプデスク委託 

・ICT 新システム構築・移行 

・校内ＬＡＮ再構築 

・情報機器整備、維持管理 

・ヘルプデスク委託 

・情報機器整備、維持管理 

・ヘルプデスク委託 
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５－１－⑤ 学校給食の充実 

 

事 業 № 116 コード 5-１-⑤-1     

名   称 学校給食地産地消推進事業 所 管 教育部 学校教育課 

概 要 等 
安全安心な学校給食を提供し食育を推進するため、積極的に地場産物を活用し、地産地消

を推進します。 

事 業 費  ６，０００ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・地場産物の購入 ・地場産物の購入 ・地場産物の購入 

 

 

事 業 № 117 コード 5-１-⑤-2     

名   称 給食センター建設事業 所 管 教育部 学校教育課 

概 要 等 老朽化した学校給食施設を統廃合し、新たに建設します。 

事 業 費  １，６９０，３０１ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・建設工事 

・新給食センター稼働 

・東給食センター撤去工事  
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主 要 施 策 これまでの主な取組 今後の取組予定 

５－２－① 

生涯学習推進体

制の確立 

・「生涯学習推進スキーム」を策定 

 

・「生涯学習推進スキーム」による適切な

事業の実施 

５－２－② 

生涯学習施設の

拡充 

・西図書館に学習室を設置 

・子ども読書週間記念事業の実施 

・科学あそび講座等の開催 

・子どものころから読書に親しむことがで

きるよう、来館しやすい図書館をめざす

事業を展開 

５－２－③ 

 多彩で特色のある

プログラムの整備 

・名古屋芸術大学や市内の民間事業所にて

生涯学習公開講座を開催 

 

・メニューの選定から運営方法について、

専門的知識を有する専門機関への委託開

催を検討 

５－２－④ 

 学習情報の提供

体制の整備 

・ホームページによる情報提供の充実 

・インターネットによる応募システム導入 

・各担当部署で開催する講座について、市

民が一括で閲覧できるシステムの構築 

５－２－⑤ 

 自主的な活動の

促進 

・体験活動ボランティア活動支援センター

の設置・運営 

・社会教育団体育成のため補助金を交付 

・体験活動ボランティア活動支援センター

の運営 

・少年少女発明クラブを始めとする社会教

育団体の育成 

５－２－⑥ 

 地域ぐるみの健全

育成活動の推進 

・青少年センターの設置 

・学校支援地域本部事業の実施 

・土曜学習（英語教室）の実施 

・青少年の支援ネットワークの強化 

・学校支援地域本部事業の実施 

・土曜学習（英語教室）の実施 

５－２－⑦ 

 家庭の教育機能

の向上 

・青少年健全育成大会を開催し、非行防止

の標語・ポスターを発表 

・保育園講演会の開催 

・家庭教育の重要性や子育てに関する知識

の習得などの学習機会の提供 

５－２－⑧ 

 青少年の社会活動・

学習への参加促進 

・きたっこスクールの実施. ・世代間交流の促進のため、子ども達の体

験活動事業の実施 

 

参 考 指 標 基準値（H21） 現状値（H25） 目標値（H29） 

青少年センター相談件数 （Ｈ２３）１４ 件 ９２ 件 ― 

図書貸出者数 １５２，９６６ 人 １３４，７２７ 人 １６５，０００ 人 

生涯学習講座受講者充足率 ９５．８ ％ ７１．６ ％ １００．０ ％ 

少年少女発明クラブ員数 ６１ 人 ２４０ 人 ２５０ 人 

５－２ 生涯学習・青少年育成 

だれでも、いつでも、どこでも学び行動することができる生涯学習社会

の形成をめざします。また、青少年が心身ともに健康でたくましく成長す

る社会の形成をめざします。 

 

基
本
方
針 
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５－２－③ 多彩で特色のあるプログラムの整備 

 

事 業 № 118 コード ５-2-③-1     

名   称 生涯学習事業 所 管 教育部 生涯学習課 

概 要 等 
市民の教養を高める生涯学習講座や、名古屋芸術大学と連携して公開講座などを開催しま

す。 

事 業 費  ７，８６３ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・生涯学習講座 

・大学公開講座 

・生涯学習講座 

・大学公開講座 

・生涯学習講座 

・大学公開講座 

 

５－２－⑤ 自主的な活動の促進 

 

事 業 № 119 コード ５-2-⑤-1     

名   称 社会教育関係団体補助事業 所 管 教育部 生涯学習課 

概 要 等 芸術文化振興団体等の活動に補助金を交付します。 

事 業 費  ２０，０４９ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・補助金交付 ・補助金交付 ・補助金交付 

 

５－２－⑥ 地域ぐるみの健全育成活動の推進 

 

事 業 № 120 コード ５-2-⑥-1     

名   称 青少年対策事業 所 管 福祉部 家庭支援課 

概 要 等 

「青少年センター」に指導員・相談員を配置し、「子ども・若者支援地域協議会」を構成す

る関係機関等との連携により、相談・指導・支援等を行います。また、青少年の健全育成推

進を図るため、各種啓発活動を行います。 

事 業 費  ４３，7５2 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・青少年健全育成 

・少年補導 

・居場所づくり・就労支援 

・青少年健全育成 

・少年補導 

・居場所づくり・就労支援 

・青少年健全育成 

・少年補導 

・居場所づくり・就労支援 
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主 要 施 策 これまでの主な取組 今後の取組予定 

５－３－① 

スポーツ施設の

整備充実 

・平成 27 年７月の供用開始をめざして、

（仮称）総合運動広場を建設中 

・学校施設開放の導入 

・（仮称）総合運動広場の運営 

・総合体育館改修 

・ジャンボプール改修 

・白木中学校テニスコート改修 

５－３－② 

スポーツ・レク

リエーション活

動の普及促進 

・７県12市町村等と市民保養施設利用に関

する協定書を締結 

・市民体育祭の実施 

・スポーツ競技全国大会出場者への激励費

の支給 

・県市町村対抗駅伝への市代表チームの編

成及び参加 

・市民保養施設利用補助制度の推進 

・スポーツ教室の充実 

・市民体育祭の充実 

・スポーツ競技全国大会出場者への激励費

の支給 

・県市町村対抗駅伝への市代表チームの強 

 化 

５－３－③ 

 スポーツ・レク

リエーション団

体の育成 

・ふれあいスポーツクラブ、体育協会、レ

クリエーション協会への補助金交付及び

活動支援 

・スポーツ・レクリエーション団体への継

続的な活動支援 

５－３－④ 

 指導者の確保・

育成 

・市スポーツ推進委員、市スポーツ地域委

員の委嘱、資質向上のための研修を実施 

 

・委員の増員と資質向上のための研修の充

実 

 

 

参 考 指 標 基準値（H21） 現状値（H25） 目標値（H29） 

健康ドーム利用者数 ２０７，１４８ 人 ２１７，２２５ 人 ２２２，０００ 人 

総合体育館利用者数 １８４，１２７ 人 ２２３，１１７ 人 １９３，０００ 人 

スポーツクラブ会員数 １，３８２ 人 １，０２７ 人 １，５００ 人 

体育協会会員数 ３，９１８ 人 ３，３９２ 人 ３，７００ 人 

スポーツ推進委員数 ２３ 人 ２６ 人 ３０ 人 

５－３ スポーツ・レクリエーション 

市民一人ひとりが生涯にわたって自主的・主体的にスポーツ・レクリエ

ーション活動に親しみ、市民相互のコミュニケーションを図ることができ

る社会の実現をめざします。 

 

 

基
本
方
針 
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５－３－① スポーツ施設の整備充実 

 

事 業 № 121 コード ５-3-①-1     

名   称 （仮称）総合運動広場管理事業 所 管 教育部 スポーツ課 

概 要 等  (仮称)総合運動広場を適切に維持管理します。 

事 業 費  １９，４５６ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・備品購入 

・維持管理 

・維持管理 ・維持管理 

 

 

事 業 № 122 コード ５-3-①-2     

名   称 体育施設整備事業 所 管 教育部 スポーツ課 

概 要 等 各施設が老朽化していることから、計画的に大規模修繕を行います。 

事 業 費  ５８６，９３８ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・総合体育館改修 

・九之坪南運動広場改修 

 

・総合体育館改修 

・ジャンボプール改修 

・白木中テニスコート改修 

・総合体育館改修 

・ジャンボプール改修 

 

５－３－② スポーツ・レクリエーション活動の普及促進 

 

事 業 № 123 コード ５-3-②-1     

名   称 市民保養施設利用促進事業 所 管 教育部 生涯学習課 

概 要 等 市と提携している市町村や観光協会の保養施設を宿泊利用する方に補助金を交付します。 

事 業 費  １０，５００ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・補助金交付 ・補助金交付 ・補助金交付 

 



110 
 

 

５－３－③ スポーツ・レクリエーション団体の育成 

 

事 業 № 124 コード ５-3-③-1     

名   称 体育協会補助事業 所 管 教育部 スポーツ課 

概 要 等 市民の体力向上と健康増進に寄与する活動に補助金を交付します。 

事 業 費  ３９，４９８ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・補助金交付 ・補助金交付 ・補助金交付 

 

５－３－④ 指導者の確保・育成 

 

事 業 № 125 コード ５-3-④-1     

名   称 総合型地域スポーツクラブ推進補助事業 所 管 教育部 スポーツ課 

概 要 等 市内にある６つのスポーツクラブの活動に補助金を交付します。 

事 業 費  ２２，５００ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・補助金交付 ・補助金交付 ・補助金交付 
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主 要 施 策 これまでの主な取組 今後の取組予定 

５－４－① 

アートを活用し

たまちづくりの

促進 

・名古屋芸術大学との連携により、市内各

所に彫刻・モニュメントを設置 

・西春駅東側に名古屋芸術大学の学生作品

の展示スペースを設置 

・名古屋芸術大学に芸術文化事業を委託 

・市民音楽祭の開催 

・西春駅東側展示スペースの学生作品入れ

替え 

・イベントの共催などの名古屋芸術大学と

の連携を強化 

５－４－② 

歴史民俗資料館

の充実・活用 

・年1回の特別展、2回の企画展を開催 

・収蔵品のデータベース化 

・回想ワークショップ、小学校への出前事

業の実施 

・展示会の充実による資料の活用 

・資源の有効活用のため、収蔵品のアーカ

イブデータをホームページに公開 

５－４－③ 

 文化財の保存・

活用 

・指定文化財の公開事業の実施 

・平成26年度に文化財マップを作成、配布 

・無形民俗文化財の保存会と小学校の連携

事業を実施 

・文化財の保存と活用の推進のため、文化

財マップを活用した事業の実施 

５－４－④ 

 多様な国際交流

への対応 

・北名古屋市国際交流協会の設立 

・韓国務安郡と友好都市提携 

・アジアフェスティバルの開催 

・国際理解講演会の実施 

・国際交流協会の会員や市民ボランティア

を中心に各種イベントを開催 

・市主催のイベントに国際交流コーナーを

開設 

 

参 考 指 標 基準値（H21） 現状値（H25） 目標値（H29） 

市民参画により展開する事業数 １５ 事業 ２５ 事業 ２５ 事業 

歴史民俗資料館入館者数 ３７，７２２ 人 ３９，８９４ 人 ４０，０００ 人 

特別展入館者数（1日平均） １４１ 人 １４６ 人 １５０ 人 

指定文化財の公開数 

（常時公開文化財は除く） 
（Ｈ２２）３８ 件 ９８ 件 ５０ 件 

国際交流協会会員数（法人・団体含む） ― １８１ 名 ２００ 名 

アジアフェスティバル入場者数 ― ７５０ 名 １，０００ 名 

彫刻・モニュメント設置数 ５２ 基 ５６ 基 ６２ 基 

５－４ 文化・芸術 

地域に根ざした文化・芸術を育成・保存するとともに、歴史や文化の薫

り高く、国際感覚のあるまちをめざします。 

 

 

基
本
方
針 
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５－４－① アートを活用したまちづくりの促進 

 

事 業 № 126 コード ５-4-①-1     

名   称 芸術文化事業 所 管 教育部 生涯学習課 

概 要 等 
名古屋芸術大学及び包括協定を締結している民間企業との連携により、広く市民に音楽鑑

賞等の場を提供します。 

事 業 費  ３，９００ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・市民芸術鑑賞事業委託 ・市民芸術鑑賞事業委託 ・市民芸術鑑賞事業委託 

 

５－４－② 歴史民俗資料館の充実・活用 

 

事 業 № 127 コード ５-4-②-1     

名   称 歴史民俗資料館特別展開催事業 所 管 教育部 生涯学習課 

概 要 等 
昭和時代の暮らしの道具、文化財・埋蔵文化財の調査成果などを活用した特別展を年１回、

企画展を年２回開催します。 

事 業 費  １４，７３７ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・企画展の開催 

・市制施行 10 周年特別展 

・企画展の開催 

・市制施行 10 周年及び開館

25 周年記念イベント 

・企画展の開催 

・回想法 15 周年記念事業 

 

５－４－④ 多様な国際交流への対応 

 

事 業 № 128 コード ５-4-④-1     

名   称 交流事業 所 管 総務部 人事秘書課 

概 要 等 

地域の国際化に対応し、市民レベルでの異文化交流を支援するため、国際交流協会へ補助

金を交付します。また、国内交流として友好都市大桑村を始め、災害時相互応援協定を締結

した自治体（妙高市・旭川市・南さつま市・多治見市・東松島市）等との文化的、人的交流

を図ります。 

事 業 費  ５２，５００ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・国際交流協会へ補助金交付 

・交流団体への訪問・受入 

・国際交流協会へ補助金交付 

・交流団体への訪問・受入 

・国際交流協会へ補助金交付 

・交流団体への訪問・受入 

 



114 
 

 

 

 

 

 

 

 

主 要 施 策 これまでの主な取組 今後の取組予定 

５－５－① 

男女の平等・人

権の尊重 

・市民団体による実行委員会に男女共同参

画推進事業を委託 

・男女共同参画情報紙「とらいあんぐる」

を発行し、広報２月・９月号で全戸配布 

・男女平等や互いの性を理解する教育とし

て小学生児童にお手伝いカードを配布 

・男女共同参画情報コーナーを設置 

・引き続き男女が平等に参加できる社会を

めざすため市民の意識改革を推進 

・広域的かつ国際的な取り組みを促進し、

情報を収集・提供 

 

５－５－② 

方針の立案と決

定への共同参画 

・「男女共同参画プラン」の策定 

・審議会への公募委員の採用 

・男女共同参画情報紙の編集を男女共同参

画推進団体へ委託 

・平成２６年度から北名古屋市の審議会等

への女性登用を図る促進要領を施行 

・次期「男女共同参画プラン」の策定 

・男女共同参画審議会、連絡会、推進事業

実行委員会の開催 

５－５－③ 

 社会制度や慣行

についての配慮 

・公益財団法人等が開催する女性企業家セ

ミナー等の情報を市ホームページに掲載 

・男女雇用機会均等の定着を支援 

・企業向けの出前講座・研修会等の実施 

５－５－④ 

 男女の職業生活

と家庭・地域生

活の両立 

・ワークライフバランス啓発講座の実施 

・広報紙への記事掲載やポスター掲示 

 

・地域活動へ男女が共に参画することを応

援 

・仕事と家庭との両立を応援 

 

参 考 指 標 基準値（H21） 現状値（H25） 目標値（H29） 

法令等設置の審議会等女性登用率 ２６．８ ％ ２６．５ ％ ３５．０ ％ 

市役所の管理職における女性比率 ２２．７ ％ ２７．９ ％ ３０．０ ％ 

男女共同参画連絡会参加団体数 ０ 団体 １１ 団体 ― 

家庭児童相談件数(ＤＶ・女性相談含む) ７９ 件 ８５ 件 ― 

５－５ 男女共同参画 

性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく制度や慣行などを解

消し、誰もが性の違いによる不利益を感じることなく、個性と能力を発揮

できる男女共同参画社会の形成をめざします。 

 

 

基
本
方
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５－５－① 男女の平等・人権の尊重 

 

事 業 № 129 コード ５-5-①-1     

名   称 男女共同参画事業 所 管 総務部 市民活動推進課 

概 要 等 
男女共同参画連絡会を中心に、実行委員会や団体との協働により男女共同参画事業を推進

します。 

事 業 費  ５，０４８ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・男女共同参画フェスタ 

・セミナーの開催 

・情報紙の発行 

・男女共同参画フェスタ 

・セミナーの開催 

・情報紙の発行 

・男女共同参画フェスタ 

・セミナーの開催 

・情報紙の発行 

 

５－５－② 方針の立案と決定への共同参画 

 

事 業 № 130 コード ５-5-②-1     

名   称 男女共同参画プラン策定事業 所 管 総務部 市民活動推進課 

概 要 等 
男女共同参画施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な計画として、「第２次北名

古屋市男女共同参画プラン」を策定します。 

事 業 費  ３，８２０ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

 ・アンケート調査実施 ・プランの策定 
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６ 自立と協働のまちづくり 

 

安全・安心で 

利便性の高い 

まちづくり 

環境にやさしい 

うるおいのある 

まちづくり 

創造的で 

活力ある 

まちづくり 

豊かな心を育み 

文化の薫る 

まちづくり 

「
健
康
快
適
都
市
」
～
誰
も
が
安
全
・
安
心
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
～ 

健康で 

生きがいを持って

暮らせる 

まちづくり 

自立と協働の 

まちづくり 

6-1 行政運営 

6-2 行政改革 

6-4 ｺﾐｭﾆﾃｨ（自治会・地域活動） 

6-5 ボランティア・ＮＰＯ 

6-3 広報広聴・情報公開 
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主 要 施 策 これまでの主な取組 今後の取組予定 

６－１－① 

行政サービスの

適正化 

・東西庁舎の耐震改修工事 

・基礎免震構造による西庁舎分館の建て替

え工事 

・公共施設管理運営の見直し計画の策定 

・公共施設の使用料適正化計画の策定 

・西庁舎分館建設に伴う各部署の効率的な

配置及び転換 

・公共施設等総合管理計画の策定 

・公共施設使用料の継続的な見直し 

・手数料の見直しの検討 

６－１－② 

行政サービスの

充実 

・東西庁舎に市民課、国保医療課、会計課

等を配置 

・証明書発行の時間外窓口延長・電話予約 

・市議会映像のインターネット録画配信 

・電子申告の受け入れ体制の整備 

・住民票不正取得の本人通知制度 

・他行政機関との連携による行政運営の効

率化、添付書類削減による手続きの簡素

化などを実現するための社会保障・税番

号制度（マイナンバー制度）に対応する

システム環境の整備 

６－１－③ 

 健全な財政運営 

・新市建設計画の期間延長による合併特例

債の有効活用 

・市民税の納期前納付報奨金の廃止 

・広報・ホームページにおける納税啓発 

・コンビニエンスストアでの納税の実施 

・既存事業の手法やあり方を経営的視点に

立ち、需要やコスト等の分析を実施 

・「口座振替」「コンビニ収納」に加えそ

の他の収納方法を検討 

６－１－④ 

 広域行政の推進 

・市県民税特別徴収事務の県内市町連携 

・東尾張ブロック会計事務研究会にて連携 

・リニア中央新幹線開業を見据え、名古屋

市を中心とした圏域で連携を強化 

・道路を含めた公共交通網の整備、大規模

地震や局地的大雨による都市型水害対策

などの防災対策など、近隣市町との連携

を推進 

 

参 考 指 標 基準値（H21） 現状値（H25） 目標値（H29） 

基金残高 ２，０３６．８百万円 ３，６８５．８百万円 ３，５００ 百万円 

ｅＬＴＡＸ（地方税ポータルシステム）

利用率 
３０．８ ％ ４６．８ ％ ５０．０ ％ 

市県民税特別徴収推進率 ６８．６ % ７３．５ % ８３．０ % 

市税収納率 ９３．５ % ９４．３ % ９５．０ % 

コンビニエンスストア納付の利用率 １５．０ % ２２．０ % ２０．０ % 

時間外窓口延長の証明書発行件数 ６６７ 件 １，２８７ 件 ― 

６－１ 行政運営 

安定した財政基盤を確立するとともに、市民の目線に立った質の高い行

政サービスを効果的に提供します。 

基
本
方
針 
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６－１－① 行政サービスの適正化 

 

事 業 № 131 コード 6-1-①-1     

名   称 東庁舎耐震改修事業 所 管 総務部 総務課 

概 要 等 
既存の東庁舎を有効に活用するため、耐震補強工事を行うとともに、老朽化した空調設備

や屋根・外壁等についても整備し、長寿命化を図ります。 

事 業 費  ６６１，４７３ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・東庁舎耐震改修 ・東庁舎耐震改修 

・レイアウト変更整備 

 

 

 

事 業 № 132 コード 6-1-①-2     

名   称 西庁舎分館建設事業 所 管 総務部 総務課 

概 要 等 
施設の耐用年数及び耐震の観点から西庁舎分館を解体し、新たに免震機能を備えた施設（地

上３階）を建設します。 

事 業 費  ９３６，５７３ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・建設工事   

 

 

事 業 № 133 コード 6-1-①-3     

名   称 公共施設等総合管理計画策定事業 所 管 総務部 経営企画課 

概 要 等 
市が保有する公共施設全体について、修繕や更新に対して優先順位を設定し、限られた予

算の中で効率的な施設経営を図るため、公共施設等総合管理計画を策定します。 

事 業 費  １２，８２６ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・調査分析 ・計画策定  
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６－１－② 行政サービスの充実 

 

事 業 № 134 コード 6-1-②-1     

名   称 インターネット録画中継事業 所 管 議会事務局 議事課 

概 要 等 
市民に開かれた市議会をめざすため、本会議場、第一委員会室、全員協議会室に映像設備

を設置し、本会議や委員会映像のインターネットによる録画配信を行います。 

事 業 費  １５，０２４ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・インターネット録画配信 ・インターネット録画配信 ・インターネット録画配信 

 

 

事 業 № 135 コード 6-1-②-2     

名   称 電子申告対応事業 所 管 財務部 税務課 

概 要 等 
自宅や事務所から電子申告ができるよう受け入れ体制を整備するとともに、年金や国税デ

ータの取り込み環境を整えます。 

事 業 費  １７，０６７ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・地方税電子化協議会負担金

等 

・電子申告等システム使用料 

・地方税電子化協議会負担金

等 

・電子申告等システム使用料 

・地方税電子化協議会負担金

等 

・電子申告等システム使用料 

 

６－１－③ 健全な財政運営 

 

事 業 № 136 コード 6-1-③-1     

名   称 納期前納付報奨金 所 管 財務部 税務課 

概 要 等 
固定資産税・都市計画税の第１期の納期内に、１年分の税額を納付した場合に報奨金を交

付します。 

事 業 費  １７６，４００ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・固定資産税・都市計画税納

期前納付報奨金交付 

・固定資産税・都市計画税納

期前納付報奨金交付 

・固定資産税・都市計画税納

期前納付報奨金交付 
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事 業 № 137 コード 6-1-③-2     

名   称 コンビニ収納 所 管 財務部 収納課 

概 要 等 
市民の利便性を図るため、曜日や時間を気にすることなく、いつでも納付ができる環境を

整えます。 

事 業 費  １３，１６０ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・収納業務委託 ・収納業務委託 ・収納業務委託 

 

６－１－④ 広域行政の推進 

 

事 業 № 138 コード 6-1-④-1     

名   称 あいち電子自治体推進協議会 所 管 総務部 情報課 

概 要 等 

愛知県及び県内市町村（名古屋市を除く）が連携、共同して電子自治体を構築することに

より、システム開発及び保守費用の削減を図り、市民の利便性の向上や行政運営の簡素化、

効率化を図ります。 

事 業 費  ２０，８８０ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・負担金 ・負担金 ・負担金 
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主 要 施 策 これまでの主な取組 今後の取組予定 

６－２－① 

事務事業の見直

し 

・事務事業評価・施策評価による行政評価

の実施 

・目標管理制度の実施 

・東地区の「市民まつり」と西地区の「平

盆まつり」を「平和夏まつり」に統合 

・総合計画の主要施策ごとの掲載項目に係

る事業について、成果を検証 

６－２－② 

組織の見直しと

民間活力の導入 

・行政課題に的確に対応するため、事務分

掌の見直し、適正な職員配置を含めた組

織・機構の改革再編を実施 

・児童館、福祉施設等１５施設で指定管理

者制度を導入 

・庁舎整備事業の完了にあわせ、機構改革

を実施 

・指定管理者制度の活用を含めた、民間委

託の推進 

６－２－③ 

 職員の意識改革

と職員数の適正

化 

・ワークライフバランスとOJTの知識を深

める職員研修を実施 

・人事評価を活用した評価面接の実施 

・職員の定員管理と給与の適正化を実施 

・コストを意識し改善する職員の育成 

・自治体の経営の在り方を理解しながら自

治体職員として政策形成、調整ができる

職員の育成 

・他市と比較し、事業の効率性を継続的に

検証 

６－２－④ 

 自立性の高い財

政運営の実現 

・行財政改革行動計画に基づき、選択と集

中により効率的な財政運営を実施 

・入札事務の集中的な管理など事務の合理

化及び電子化による省力化を推進 

・中長期的な財政計画の策定及び積極的な

財源の確保と歳出の適正化を推進 

 

 

参 考 指 標 基準値（H21） 現状値（H25） 目標値（H29） 

指定管理者導入施設数 １４ 施設 １５ 施設 ― 

職員削減数 ４２ 人 ５０ 人 (Ｈ２７) ６０ 人 

総人件費 

（非常勤職員、再任用職員、衛生組合負担金含む） 
５，０８３ 百万円 ４，８８８ 百万円 (Ｈ２７)4,770百万円 

内部講師登録者数 １１ 人 ３３ 人 (Ｈ２７) ４０ 人 

経営診断実施事業数 ０ 事業 ４ 事業 ― 

６－２ 行政改革 
 

行政改革大綱と集中改革プランの確実な実行により、成果重視の効率的

な行政経営を推進するとともに、市民ニーズに的確に対応した戦略的で独

自性のある市政を確立します。 

 

 

 

基
本
方
針 
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６－２－③ 職員の意識改革と職員数の適正化 

 

事 業 № 139 コード 6-2-③-1     

名   称 経営診断事業 所 管 総務部 経営企画課 

概 要 等 
経営的視点から行政活動の現状を診断し、課題の抽出と、その解決に向けた取組方法につ

いて検討することにより、健全で持続可能な行財政基盤の構築を図ります。 

事 業 費  （職員による内部実施） 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・具体的改善への調整 

・新たなテーマの分析 

・具体的改善への調整 

・新たなテーマの分析 

・具体的改善への調整 

・新たなテーマの分析 

 

 

事 業 № 140 コード 6-2-③-2     

名   称 職員定員適正化 所 管 総務部 人事秘書課 

概 要 等 退職者補充を最小限に抑えつつ、職員数の適正化を進めます。 

事 業 費  １１，６７５，７９３ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・定員管理 ・定員管理 ・定員管理 

 

 

事 業 № 141 コード 6-2-③-3     

名   称 職員研修事業 所 管 総務部 人事秘書課 

概 要 等 

人材育成方針の施策として、自治大学校、市町村アカデミー、県研修センターなど外部研

修を取り入れ、広域連携による研修と市単独の研修を併用し実施することにより、従来以上

に高度な能力を有する職員の育成をめざします。 

事 業 費  ５，４９０ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・職員研修計画の策定 

・職員研修の実施 

・職員研修計画の策定 

・職員研修の実施 

・職員研修計画の策定 

・職員研修の実施 
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主 要 施 策 これまでの主な取組 今後の取組予定 

６－３－① 

広報・広聴活動

の充実 

・広報紙、ホームページに、市の施策や課

題などの特集記事を掲載し、広報媒体の

特性を生かした効果的な情報提供を実施 

・幅広い年代の参加による市民記者からの

投稿記事を掲載 

・ホームページをリニューアルし、各課で

迅速に情報を発信 

・広聴用フォームを通じて意見を収集 

・パブリックコメント制度により市民の意

見を集約 

・本市の魅力を広くＰＲするため、マスコ

ミなどへの情報発信を推進 

・市民へ共感や関心を引く広報紙づくりの

ため、市民記者ページを拡充 

・ホームページの内容、デザイン、システ

ムを、より使いやすい内容に随時変更 

・広聴のあり方を検討し、取扱要綱を随時

修正 

・市政インターネットモニター制度を推進

し、身近なアンケートツールとして活用

できる体制を構築 

６－３－② 

情報公開の推進 

・ホームページにて会議の実施予定及び結

果について公表 

・東西庁舎の情報コーナーにおいて各種資

料を公開 

・個人情報保護に関する職員向け内部研修

を実施 

・市民の理解と協力の得られる開かれた行

政を推進するため、引き続き積極的に情

報を公開 

 

 

参 考 指 標 基準値（H21） 現状値（H25） 目標値（H29） 

情報コーナーの資料設置数 ２９ 件 ３８ 件 ― 

苦情件数（人事秘書課受付分） ７８ 件 ４９ 件 ０ 件 

市政インターネットモニター ３４ 人 ４９ 人 ― 

市政インターネットモニター意見 

（自由回答件数） 
３４１ 件 ２８３ 件 ５００ 件 

ホームページアクセス件数（年間） １８７，５６０ 件 ３６４，８７４ 件 ４００，０００ 件 

パブリックコメント実施件数 ３ 件  ３ 件 ― 

６－３ 広報広聴・情報公開 

市民の視点から分かりやすい情報発信を行うことにより、行政の公平

性・透明性を高め、市民と行政が相互に信頼できる関係をつくることをめ

ざします。 

 

 

 

基
本
方
針 
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６－３－① 広報・広聴活動の充実 

 

事 業 № 142 コード 6-3-①-1     

名   称 広報北名古屋 所 管 総務部 人事秘書課 

概 要 等 

行政情報を提供するツールとして、月１回「広報北名古屋」を発行します。紙媒体の「読

みやすさ」「見やすさ」という強みを活かし、制度や行事の紹介など、さまざまな情報提供を

行います。 

事 業 費  ３４，２９５ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・広報紙発行 ・広報紙発行 ・広報紙発行 

 

 

事 業 № 143 コード 6-3-①-2     

名   称 ホームページ管理業務 所 管 総務部 人事秘書課 

概 要 等 

市民との双方向コミュニケーションを視野に入れ、各課でホームページを管理し、迅速に

情報を更新します。また、災害時に情報を公開するサイトの充実を図るとともに、バナー広

告による税外収入の確保に努めます。 

事 業 費  ５，６８６ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・ホームページ管理 

・バナー広告掲載 

・ホームページ管理 

・バナー広告掲載 

・ホームページ管理 

・バナー広告掲載 

 

６－３－② 情報公開の推進 

 

事 業 № 144 コード 6-3-②-1     

名   称 情報公開・個人情報保護推進事業 
所 

管 
総務部 総務課 

概 要 等 
適正な情報の管理、開示及び保護を行い、説明責任を果たします。また、文書管理と個人

情報管理を徹底し、透明性・信頼性の高い行政運営を行います。 

事 業 費  １，６７７ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・情報公開・個人情報保護 

・情報公開・個人情報保護審

査会 

・目録管理システム 

・情報コーナーの管理 

・情報公開・個人情報保護 

・情報公開・個人情報保護審

査会 

・目録管理システム 

・情報コーナーの管理 

・情報公開・個人情報保護 

・情報公開・個人情報保護審

査会 

・目録管理システム 

・情報コーナーの管理 
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主 要 施 策 これまでの主な取組 今後の取組予定 

６－４－① 

コミュニティ

活動の環境づ

くり 

・市民協働推進事業補助金の報告会を開催 

・活動の拠点となる自治会集会施設の整備

のための補助金を交付 

・市役所西庁舎 3 階に市民活動スペースを

開設 

・市民活動団体の交流会を実施 

・市民活動の拠点となる市民活動センター

の開設を検討 

・インターネットを利用した効果的な地域

活動情報の提供 

６－４－② 

コミュニティ

活動の促進 

・自治会の活動を支える自治会推進事業へ

の補助金交付 

・地域の交流を図る自治会納涼事業への補

助金交付 

・財団法人自治総合センターが宝くじの社

会貢献広報事業として行われる、コミュ

ニティ助成事業の実施 

・地域を支える自治会への転入時における

加入の促進 

・地域中間組織のあり方の検討 

・自治会とボランティア、ＮＰＯの有機的

な連携の促進 

６－４－③ 

 コミュニティ

リーダーと組

織の育成 

・市と市民が協力・連携して地域の課題に

取り組むことを目的とした市民協働モデ

ル事業の実施 

・市民活動団体を育成、支援及びコミュニ

ティリーダー育成のための市民活動推進

講座を実施 

・市民協働意識の醸成を図るため、職員研

修を実施 

・団塊の世代を主な対象とした地域活動デ

ビュー講座を実施 

・地域での話し合いを活性化させるファシ

リテーター育成講座を実施 

・事業実施から3年を経過した市民協働モ

デル事業について、事業成果を分析し関

係課に移管 

 

参 考 指 標 基準値（H21） 現状値（H25） 目標値（H29） 

補助金対象世帯数 ３２，１０６ 世帯 ３３，５６８ 世帯 ３５，４５０ 世帯 

市民活動スペース利用件数 （Ｈ２４）４９ 件 ７２ 件 ― 

市民協働モデル事業件数 （Ｈ２３）１ 件 ７ 件 ― 

自治会の事業費の自己財源率 ７４．４ ％ ７５．０ ％ ８０．０ ％ 

自治会集会施設建設等補助件数 ６ 件 ６ 件 ― 

６－４ コミュニティ（自治会・地域活動） 

市民自身による積極的な活動の展開を促すとともに、コミュニティ相互

の連携による自助・共助の体制強化に努めます。 

 

基
本
方
針 
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６－４－① コミュニティ活動の環境づくり 

 

事 業 № 145 コード 6-4-①-1     

名   称 自治会集会施設整備事業 所 管 総務部 市民活動推進課 

概 要 等 
自治会が地域におけるコミュニティ活動の拠点となる集会施設を建設、増改築又は修繕し

た場合に要した費用の一部を補助し、自治会活動の振興を図ります。 

事 業 費  ５，４６６ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・補助金交付 ・補助金交付 ・補助金交付 

 

６－４－② コミュニティ活動の促進 

 

事 業 № 146 コード 6-4-②-1     

名   称 自治会活動推進事業 所 管 総務部 市民活動推進課 

概 要 等 自治会が行う自治推進事業に対して、事業費の一部を補助します。 

事 業 費  １０７，２８０ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・補助金交付 ・補助金交付 ・補助金交付 

 

 

事 業 № 147 コード 6-4-②-2     

名   称 自治会長報酬 所 管 総務部 市民活動推進課 

概 要 等 
市行政の運営を円滑にし、住民の声を行政に反映させるための橋渡し役である自治会長に

報酬を支給します。 

事 業 費  ３４，８００ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・自治会長報酬の支給 ・自治会長報酬の支給 ・自治会長報酬の支給 
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主 要 施 策 これまでの主な取組 今後の取組予定 

６－５－① 

各種団体・まち

づくりグルー

プの育成 

・市民活動団体の運営、会計、NPO法人設

立などの相談について、NPO中間支援組

織に委託する相談事業の実施 

・ボランティア組織などの創設を支援し、

まちづくり活動の活性化を推進 

６－５－② 

市民協働の仕組

みづくり 

・市民自らが行う公益社会貢献事業にかか

わる費用の一部を補助する市民協働推進

事業補助金制度の創設 

・市民と行政が一体となって取り組めるイ

ベントとして「平和夏まつり」を開催 

・平成25年度に、市民と行政が連携してま

ちづくりを行う市民活動の基本的指針と

して、「市民協働指針」を策定 

・広報紙やインターネットなどを利用した

市民活動団体の紹介 

・市民協働推進事業の費用対効果や成果の

分析 

・地域内のさまざまな団体が、自ら地域課

題に取り組む住民自治協議会の設立を検

討 

・各課が所管する市民団体への補助金、委

託事業との関係性について整理・検討 

・平成28年度の市制施行10周年にあわせ

た平和夏まつり等の内容の検討 

 

 

参 考 指 標 基準値（H21） 現状値（H25） 目標値（H29） 

NPO法人数 １５ 団体 １７ 団体 ― 

市民活動団体登録数 （H24）１５ 団体 ２７ 団体 ― 

６－５ ボランティア・ＮＰＯ 

ボランティア活動やＮＰＯ活動など、新しいかたちの市民活動がこれま

で以上に重要となっており、こうした活動を維持発展させていきます。 

 

基
本
方
針 
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６－５－① 各種団体・まちづくりグループの育成 

 

事 業 № 148 コード 6-5-①-1     

名   称 市民協働モデル事業 所 管 総務部 市民活動推進課 

概 要 等 
市民と行政が協力・連携して地域の課題に取り組み、その事業経過や成果を公表し、「市民

協働」という手法について、理解の促進を図ります。 

事 業 費  ９，３６９ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・モデル事業実施、検証、公

表 

・モデル事業実施、検証、公

表 

・モデル事業実施、検証、公

表 

 

６－５－② 市民協働の仕組みづくり 

 

事 業 № 149 コード 6-5-②-1     

名   称 市民協働推進事業補助金制度 
所 

管 
総務部 市民活動推進課 

概 要 等 
市民が主体的に取り組む公益社会貢献事業に対し、経費の一部を補助します。補助金交付

の採択は選考委員会により、公益性、実現可能性、事業効果等について審査します。 

事 業 費  ８，６４０ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・補助金交付 

・審査委員報酬支給 
・補助金交付（市制施行１０

周年事業含む） 

・審査委員報酬支給 

・補助金交付 

・審査委員報酬支給 

 

 

事 業 № 150 コード 6-5-②-2     

名   称 市民夏まつり開催事業 所 管 総務部 市民活動推進課 

概 要 等 
市民相互のふれあいと融和を図り、平和への関心を高めるため、市民が主体となって行わ

れる「平和夏まつり」に補助金を交付します。 

事 業 費  １１，３５７ 千円 

年 度 別 

事 業 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・補助金交付 ・補助金交付（市制施行１０

周年事業含む） 

・補助金交付 
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参 考 資 料 
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○ 地価から見る北名古屋市 

 

１ はじめに 

日本の長期的な地価の動向について振り返ると、昭和４０年代後半の列島改造ブ

ームによる地価高騰に続き、昭和５０年の地価抑制政策による地価下落、昭和５５

年の高水準の住宅建設による地価上昇を経て、昭和６０年代のバブル経済によって

再び地価の急激な上昇が起きました。 

その後、バブル期に一気に上昇した地価は、バブル崩壊後１５年連続して下がり

続け、平成１９年に一旦上昇に転じましたが、平成２１年にはリーマン・ショック

による世界金融危機の影響を受けて、再び下落に転じました。 

平成２６年には第二次安倍内閣によるアベノミクスの経済効果もあり、５年ぶり

に前年を上回ったものの、消費税の税率改定による景気の腰折れへの懸念や人口減

少時代を迎えた住宅需要の先細りなど、将来的な懸案要素が強くなっています。 

そこで、将来に向けたまちづくりの参考とするため、北名古屋市の地価の特性に

ついて平成 15年度から平成 26年度までの「地価公示」と「地価調査」の結果に

基づき、他市との比較などを交えて考察するものです。 

 

日本の地価の推移（公示価格の対前年変動率） 
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（出典）国土交通省土地･建設産業局地価調査課 

（単位：％） 

バブル崩壊による 
地価下落 

リーマン・ショックによる 
地価下落 

列島改造ブームによる 
地価高騰 

バブル経済による 
地価高騰 

地価上昇 

地価下落 

地価抑制政策による 
地価下落 
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※ 「地価公示」と「地価調査」は、一般の土地取引や相続税評価、固定資産税評価の目安と

して活用されるとともに、公共用地の取得価格を算定する際の基準としても活用されるなど、

制度インフラとして適正な地価の形成に寄与しており、相互に補完する関係にあります。 

 

● 比較対象都市 

 北名古屋市と名古屋市から同心円状に分布する近隣１１市について比較し、分

析を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 転出入から見た名古屋市との関係 

この地域への影響が大きい名古屋市から見た各市における転出入の状況は、下

のグラフのようになっています。本市は、長久手市に次ぐ２位となっており、名

古屋市からの人口流入が多い市であるといえます。 

 

名古屋市からの転出入の差 
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（単位：人） 

（出典）Ｈ２５ 愛知県人口動向調査 

Ｈ24 年に続き第 2 位 転出超過 

転入超過 

名古屋市 

稲沢市 

清須市 

小牧市 

犬山市 

尾張旭市 

長久手市 

日進市 

瀬戸市 

一宮市 

北名古屋市 
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２ 地価公示 

地価公示は、地価公示法第２条に基づき、国土交通省の土地鑑定委員会が毎年１

月１日を基準日として標準地の価格等を調査し、公示するものです。県内に設定さ

れた１，６３８地点（宅地）の標準地について、単位面積あたりの正常な価格を判

定したもので、北名古屋市では、平成２６年において２０地点（住宅地１６、商業

地２、工業地２）が設定されています。 

 

地価公示（住宅地）平均価格の推移 
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（単位：円） 

（出典）国土交通省土地･建設産業局地価調査課 

北名古屋市 

109,600 円 

98,300 円 
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平均価格は、平成２６年において、名古屋市を筆頭に長久手市、日進市、北

名古屋市の順になっています。 

平均価格の伸び率は、平成１５年から平成１８年にかけて大幅に下落し、そ

の後平成２０年にかけて一時上昇したものの、この１２年間で１０．３％減少

しています。 

地価公示（住宅地）平均価格の伸び率の推移 

【平成１５年を１００とした値】 
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（出典）国土交通省土地･建設産業局地価調査課 

（単位：％） 

北名古屋市 

89.7％ 

100％ 
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３ 地価調査 

地価調査は、国土利用計画法施行令第９条に基づき都道府県知事が行う調査であ

り、毎年７月１日を基準日として基準地の地価を調査し、その結果を公表するもの

です。県内では、５４市町村、８７２地点（宅地８５２、林地２０）について、単

位面積当たりの標準価格を判定したもので、北名古屋市では、平成２６年において

８地点（住宅地７、商業地１）が設定されています。 

 

地価調査（住宅地）平均価格の推移 
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（単位：円） 

（出典）愛知県地域振興部土地水資源課 

北名古屋市 
109,400 円 

111,700 円 
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地価調査（住宅地）平均価格の伸び率の推移 

【平成１５年を１００とした値】 
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（出典）愛知県地域振興部土地水資源課 

（単位：％） 

平均価格は、基本的には、地価公示と同じ推移を示しているものの、北名古屋

市が日進市を上回り、上位から３番目に位置しています。 

平均価格の伸び率は、平成１５年と比べて平成２６年は９８％まで回復し、リ

ニア中央新幹線の開業準備等の影響を受けて地価の回復傾向が現れてきていま

す。 

北名古屋市 

97.9％ 

100％ 
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４ まとめ 

  本市における地価の動向は、経済情勢に大きく左右されることなく、他都市と比

べ、現在まで堅調に推移してきました。人口においても、これまで安定的に年 1％

程度増加しており、これは、名古屋市の中心部から１０キロメートル圏内、電車で

約１０分という非常に恵まれた立地条件と、基本的な都市機能が備わった利便性の

高い都市であることが次第に認知されてきたことに加え、これまで着実に進めてき

た社会基盤の整備や子育て支援施策、福祉施策など、居住地としての価値を高める

まちづくりの成果であるということができ、今後しばらくの間、大幅な地価の下落

や人口の減少はない見通しです。 

本市においては、景気回復の減速により歳入増加の兆しが見いだせない中、社会

保障経費の増大に加え、一斉に更新時期を迎える公共施設の維持改修事業など、歳

出の著しい伸びにより、堅実に進めてきた事務的経費の削減や事務事業の見直しな

どによって対応可能な範疇をはるかに超える、非常に厳しい財政状況となることが

予想されます。 

現在まで堅調であった地価や人口の推移に甘んじることなく、総合計画に掲げる

「健康快適都市」の実現に向け、将来的な地価の安定化や人口構造の改善などを見

据えた戦略的な施策展開によって持続可能なまちづくりを進めていきます。 
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○ 第 8次実施計画に伴う財政推計 

 

 

※ 各区分の値は、少数第１位を四捨五入のため、合計の値と一致しない場合があります。 

一般会計

<歳　入> （単位：百万円）
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

1 市税 12,542 12,647 12,708
2 地方譲与税 189 189 189
3 利子割交付金 32 32 32
4 配当割交付金 69 69 69
5 株式等譲渡所得割交付金 11 11 11
6 地方消費税交付金 1,200 1,425 1,525
7 自動車取得税交付金 25
8 地方特例交付金 70 70 70
9 地方交付税 1,252 1,128 995
10 交通安全対策特別交付金 17 17 17
11 分担金及び負担金 495 495 495
12 使用料及び手数料 397 397 397
13 国庫支出金 3,592 3,011 3,016
14 県支出金 1,393 1,468 1,451
15 財産収入 77 77 77
16 寄附金 5 5 5
17 繰入金 1,233 769 1,117
18 繰越金 801 801 801
19 諸収入 864 878 892
20 市債 5,734 4,500 2,895

29,998 27,989 26,762

<歳　出> （単位：百万円）
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

1 人件費 3,859 3,912 3,880
2 物件費 6,920 6,670 6,478
3 維持補修費 76 72 70
4 扶助費 5,148 5,308 5,475
5 補助費等 2,640 2,600 2,541
6 公債費 1,518 1,596 1,912
7 積立金 8 8 8
8 投資・出資・貸付金 153 153 153
9 繰出金 3,255 3,354 3,514
10 投資的経費 6,391 4,286 2,701
11 予備費 30 30 30

29,998 27,989 26,762歳　出　合　計

区　　分

区　　分

歳　入　合　計
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国民健康保険特別会計

<歳　入> （単位：百万円）

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

1 国民健康保険税 1,909 1,890 1,921

2 使用料及び手数料

3 国庫支出金 1,555 1,554 1,585

4 療養給付費等交付金 208 177 178

5 前期高齢者交付金 2,386 2,509 2,589

6 県支出金 421 422 430

7 共同事業交付金 717 720 712

8 財産収入

9 繰入金 1,050 1,050 978

10 繰越金

11 諸収入 30 30 30

8,276 8,352 8,423

<歳　出> （単位：百万円）

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

1 総務費 31 37 32

2 保険給付費 5,561 5,574 5,589

3 後期高齢者支援金等 1,242 1,279 1,323

4 前期高齢者納付金等 1 2 2

5 老人保健拠出金

6 介護納付金 497 503 508

7 共同事業拠出金 791 795 800

8 保健事業費 54 62 67

9 基金積立金

10 諸支出金 79 80 82

11 予備費 20 20 20

8,276 8,352 8,423歳　出　合　計

区　　分

歳　入　合　計

区　　分

土地取得特別会計

<歳　入> （単位：百万円）

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

1 分担金及び負担金 50 32

2 繰入金 15 660

3 市債 216

281 692

<歳　出> （単位：百万円）

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

1 公共用地取得費 267 153

3 公債費 14 539

281 692

歳　入　合　計

区　　分

歳　出　合　計

区　　分
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後期高齢者医療特別会計

<歳　入> （単位：百万円）

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

1 後期高齢者医療保険料 795 846 896

2 繰入金 166 130 136

3 繰越金 3 2 2

4 諸収入 3 1 1

967 979 1,035

<歳　出> （単位：百万円）

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

1 総務費 46 18 17

2 後期高齢者医療広域連合納付金 917 959 1,016

3 諸支出金 4 2 2

967 979 1,035歳　出　合　計

区　　分

歳　入　合　計

区　　分

介護保険特別会計

<歳　入> （単位：百万円）

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

1 保険料 1,095 1,159 1,245

2 国庫支出金 772 811 873

3 支払基金交付金 1,202 1,262 1,363

4 県支出金 607 635 689

5 財産収入

6 繰入金 581 607 661

7 繰越金 40 41 43

8 諸収入 1 1 1

4,298 4,516 4,875

<歳　出> （単位：百万円）

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

1 総務費 53 53 63

2 保険給付費 4,117 4,324 4,668

3 地域支援事業費 84 93 95

4 基金積立金 2 2 2

5 諸支出金 1 1 1

6 予備費 41 43 46

4,298 4,516 4,875歳　出　合　計

区　　分

歳　入　合　計

区　　分
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公共下水道事業特別会計

<歳　入> （単位：百万円）

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

1 分担金及び負担金 139 123 139

2 使用料及び手数料 293 319 329

3 国庫支出金 556 762 701

4 県支出金

5 繰入金 645 720 721

6 繰越金 1 1 1

7 諸収入 27 36 56

8 市債 827 1,061 973

2,488 3,022 2,920

<歳　出> （単位：百万円）

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

1 総務費 392 391 402

2 下水道建設費 1,613 2,103 1,935

3 公債費 481 526 581

4 諸支出金 1 1 1

5 予備費 1 1 1

2,488 3,022 2,920

区　　分

歳　入　合　計

区　　分

歳　出　合　計

西春駅西土地区画整理事業特別会計

<歳　入> （単位：百万円）

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

1 公共施設管理者負担金

2 使用料及び手数料

3 繰入金 34 43

4 繰越金 1 1

5 諸収入

35 44

<歳　出> （単位：百万円）

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

1 総務費 1 1

2 事業費 15 24

3 公債費 17 17

4 諸支出金 1 1

5 予備費 1 1

35 44

区　　分

歳　出　合　計

歳　入　合　計

区　　分
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　わたしたち北名古屋市民は、先人の築いてきた郷土を愛し、ともに手をたずさえ、

健康で快適なまちづくりと未来にはばたく人づくりをめざし、この憲章を定めます。

一　心とからだの健康に努め　温かい家庭と思いやりのあるまちをつくります

一　きまりを守り助けあい　安心して暮らせるまちをつくります

一　自然や環境を大切にし　清潔で住みよいまちをつくります

一　生涯にわたって学びあい　豊かな文化を創造します

一　多くの人と交流し　世界につながる夢と希望を広げます

                                                 　平成20年 3月 24日 制定

市の花　ツツジ

　春の暖かい日ざしのもと色とり
どりの花をつけるツツジは、広く
市民に親しまれており、北名古屋
市の明るい未来を象徴する花です。

市の木　モクセイ

　秋の青空のもと香り高い星のよ
うな小さな花を咲かせるモクセイ
は、市内に多く植栽されて市民に
なじみ深く、すがすがしい心豊か
な北名古屋市のシンボルツリーで
す。

 北名古屋市民憲章
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